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開会 午前１０時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 起立、礼、おはようございます。

ただ今から平成２６年第５回南関町議会定例会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりです。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 会議録署名議員の指名について

○議長（酒見 喬君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、９番議員、１０番議員

を指名します。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２ 会期決定について

○議長（酒見 喬君） 日程第２、会期決定についてを議題にします。

本定例会の会期については、本日から１２月１９日までの４日間にしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

従って、本定例会の会期は本日から１２月１９日までの４日間とすることに決定

いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３ 諸般の報告について

○議長（酒見 喬君） 日程第３、諸般の報告を行います。

報告の第１点は、例月出納検査等報告についてです。本件については、南関町監

査委員に関する条例第１０条の規定によって、監査委員大木敏晴君、打越潤一君よ

り、平成２６年度８月分、９月分、１０月分の出納検査結果及び平成２６年度財政

援助団体等の監査結果について報告がなされています。内容については、その写し

をお手元に配付していますので、これを省略します。

報告の第２点は、委員会報告についてです。文教厚生常任委員会委員長より、委

員会研修について報告書が提出されていますので、報告を求めます。

文教厚生常任委員長鶴地 仁君。

○文教厚生常任委員長（鶴地 仁君） おはようございます。委員会研修報告を行わせ

ていただきます。

委員研修。寝屋川市のＩＣＴを活用した学校教育の取り組みの概要を下記のとお
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り報告いたします。

１、研修期間、平成２６年１０月２９日から３１日。

２、場所、大阪府寝屋川市、奈良県明日香村。

３、期日、１０月２９日水曜日、寝屋川市、３０日木曜日、明日香村。

４、出席者、酒見喬議長以下全議員１２名。

随行、寺本一誠議会事務局長、大石和幸教育課審議員。

５、研修の目的と内容です。２０２０年をめどに全国の小中学校に一人１台の教

育用タブレットが配られ、ＩＣＴ教育が推進される計画であるところから、寝屋川

市のＩＣＴを活用した学校教育の取り組みについて研修を行った。

同市は、昭和２６年に大阪府内で１６番目の市として誕生し、合併、編入等を経

て昭和４１年に現在の市域となっている。面積２４.７平方キロ、人口２４万人、

世帯数１０万８,０００の市は、平成２６年度の当初予算７６９億４,０００万円、

教育費の予算は５５億６,０００万円という規模であり、当町と比較参考ができな

いが、同市の教育行政とＩＣＴを教育にどのように取り入れ、活用しているかを研

修した。特徴として、

１、同市には１２の中学校区があり、各区に２つの小学校があるので、計３６の

学校がある。平成２７年度には中学校区内でどちらの小学校に就学するか学校選択

制が始まる。

２、市民・保護者・教職員で教育の目標を共有するため、寝屋川教育フォーラム

の開催やキャリア年数に応じた３段階の教職員研修、先生のためのＩＣＴ教育講座

等が開催されている。確かな学力の育成のため、小中一貫教育推進事業、パソコン

整備事業、ＴＶ会議関連事業、ＩＣＴサポート事業、少人数教育推進事業に取り組

まれており、教育行政重視の姿勢を感じた。教育費の割合は７.２％。

３、ＩＣＴ化の状況。平成２１年度に全小中学校に電子黒板の導入、平成２３年

度に小学校５年生、２４年度６年生、２５年度３、４年生の全教室に電子黒板等を

整備、各小学校にタブレットパソコン４１台導入。

４、ＩＣＴを活用して授業ができる教員、小学校ですが、割合７７％、全国平均

７０.４％。今後すべての教員が効果的にＩＣＴを活用した授業ができるよう研修

を進める。

５、市の広報で全国学力・学習状況調査で全国、府との比較や市学習到達度調査

を公表されており、到達度調査において極めて大きな伸びが認められた。

６、平成２５年から２７年の３カ年の整備計画でさらに指導用ノートパソコンや

タブレットパソコン等を整備される計画であり、ＩＣＴの関連で１億５,６００万

円の予算となっている。
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７、目標として、全国学力・学習状況調査で全国平均上位を目指す。ＩＣＴを活

用して授業ができる教員１００％を目指すとされています。

感想として、

１、研修用タブレットパソコンを利用して初歩的な体験操作を行ってみたが、意

外と簡単であり、子どもたちであれば極めて短期間でマスターしてしまうであろう

と思われました。生徒にとって授業が解りやすくなる、書き込みで理解しやすい、

子どもが考えを発表しやすく、課題を共有できる。教員としての授業の効率化、豊

富な教材の提示、教材や情報の共有ができるといった大きな利点があると感じた。

２、研修を通じ、ＩＣＴ活用の必要性は十分認識できたが、大きな予算を伴うこ

と、更新費用も考える必要があり、共同利用や専門補助員の配置も検討する必要が

ある。

３、ＩＣＴの導入は日本全国の流れであり、大きな効果も出ているので乗り遅れ

ないことも大切であるが、教育現場の考え方はどうなのか。ＩＣＴに頼らない授業

も大切ではないか。

４、目で見て覚える部分が多く、理解もしやすいが、過度に頼ることなく考える

力をはぐくむ教育をいま一度振り返る必要があるのではないか。

以上、特徴と感想を列記しましたが、全国の小中学校に一人１台の教育用タブレ

ットを配られることになれば、教員のＩＣＴ活用能力の向上を急がなければならな

いのではないか。宝の持ち腐れになることのないよう、ＩＣＴ研修の充実、少なく

とも電子黒板を普及させ、生徒も含めたＩＣＴ教育の慣れを推進していく必要を感

じた研修でした。

以上です。

○議長（酒見 喬君） 報告の第３点は、委員会報告についてです。総務産業常任委員

会委員長より、委員会研修についての報告書が提出されていますので、報告を求め

ます。

総務産業常任委員長立山秀喜君。

○総務産業常任委員長（立山秀喜君） 委員会研修報告をいたします。

南関町町議会議長、酒見喬様。総務産業常任委員会委員長、立山秀喜。

議員研修（薬草栽培の取り組み）について、下記のとおり報告いたします。

１、研修期間、平成２６年１０月２９日から３１日。

２、場所、大阪府寝屋川市、奈良県明日香村。

３、出席者、酒見議長以下全議員１２名。

随行者、寺本議会事務局長、西田経済課長、大石教育課審議員。

４、研修目的、農業従事者の高齢化と担い手不足、中山間地農業の典型である経
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営規模零細さ等、社会的・自然環境的な要因から、我が町の農業環境は厳しい状況

にある。この中にあって、我が町の農地の地理的な条件に適した新しい作物の調

査・研究も必要と考え、薬草栽培に取り組むための参考にするため。

５、研修内容、１０月３０日視察。１３時３０分から１５時３０分。奈良県明日

香村集落営農組合、えいのうキトラ。平成１８年３月設立、組合員２１戸２３名、

耕作面積６０アール、作付けは水稲・黒大豆・コスモス・大和トウキ・など。

奈良県では薬用作物のかかわりは古く、記録では推古天皇が大宇陀薬狩りを行っ

たという記述があり、薬草が野山から採取されたことをうかがい知ることができる。

当時の薬は宝物と同様に貴重なものであった。大半が中国からの輸入に頼り、国内

でも薬用作物の栽培が試みられた。このような歴史を背景に奈良県で薬草が栽培さ

れてきた。しかし、近年では生産者の高齢化、生産性の低さなどで生産が減ってき

ている。

大和トウキの栽培について。えいのうキトラでは、以前より薬草に興味を持ち、

新たな栽培品目を模索し、平成２０年４月に福田商店福田氏、奈良県の指導のもと

安部山地区で遊休農地を利用して、大和トウキの展示圃をつくり、種の播種と苗の

定植を行い、除草、追肥、排水対策、防虫、イノシシ対策などを実施。中でも除草、

防虫対策には悪戦苦闘した。平成２３年からは㈱まえちゅうの指導も加わり、良質、

サイズのそろったトウキ作りに取り組む。除草対策として、敷きわらやマルチシー

トを活用し、農地については田や畑で実証し、効果を検証した。

まとめ、トウキは平成１９年度からやっておられるが、本年度が一番よいトウキ

ができているということで、昨年は収穫がほとんどなく、毎年ばらつきがあるよう

である。トウキは７年間やっておられるが、儲かる事業ではないようである。理由

として、手間がかかり、除草剤が使えないので草取りが大変である。県、村より補

助がないと事業をやっていくのは無理であり、個人では厳しく農事組合らで共同作

業が適している。また、トウキをやっていくなら補助がないと厳しく、軌道に乗る

には最低５年程度かかるということである。

今後、町で取り組むには作付面積の規模、経営農家の人数、県、町からの補助な

ど、また薬草栽培に取り組んでいる先進地の視察を重ね、検討・研究をする必要が

あると感じさせられた研修でした。

以上です。

○議長（酒見 喬君） 報告の第４点は、委員会報告についてです。文教厚生常任委員

会委員長より、委員会調査について報告書が提出されていますので、報告を求めま

す。

文教厚生常任委員長鶴地 仁君。
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○文教厚生常任委員長（鶴地 仁君） 委員会調査報告をいたします。

本委員会で行いました所管事務調査事件について、調査の結果を下記のとおり会

議規則第７７条の規定により報告します。

１、調査事件、特別養護老人ホーム「延寿荘」の入所待機者の現状について。

２、期間、平成２６年６月から平成２６年１０月。

３、方法、担当者からの資料提供と聴取、各委員による担当地区での実態調査。

４、調査の概要、７月３０日と８月２７日の両日、文教厚生常任委員会において

担当者から説明を受けると共に、各委員において受け持ち地区の待機者の実態調査

を行った。

現状の要点として、

①待機者の推移、待機者数ですが、平成２２年３月末から２３、２４、２５、２

６年の３月末を表にしております。２２年６１人、２３年７２人、２４年８５人、

２５年９４人、２６年９５人という推移になっております。

②南関町の６５歳以上の高齢者、３,６２７人。高齢化率３４.２％、昨年より１.

２％上昇しております。高齢化が進行する中、延寿荘待機者は平成２６年７月現在

８４人となっており、入所定員の２.８倍という高い状況にある。

平成２５年７月１日現在の待機者８４名（男性２４名、女性６０名、うち町内６

６名、７５歳以上待機者８２名、介護度別では介護３の割合が高く、認知度の割合

では認知度２の人が最も多い。

平成２６年７月１日現在の待機者８４名、男性２２名、女性６２名、うち町内７

５名。７５歳以上の待機者８１名。介護度別では介護４が多く、認知度の度合いで

は認知度３の人が最も多い。待機者８４名中５年以上待機者２人、４年以上３人、

３年以上１３人、２年以上１１人の状況であり、慢性的待機状態といえる。

なお、前年に比し介護度、認知度共に上がっている。

③延寿荘では年間平均１２人の方が入院や死亡等により退所されており、延寿荘

の入所は以前は申し込み順となっていたが、平成１５年４月から入所取り扱い基準

に基づき決定している。

④取扱基準では入所の判断を点数制とし、介護度、認知度の度合い、単独か同居

か、介護者がいるか、介護者の年齢、居住地域等を点数加算して５人の入所検定委

員会で決定している。７月現在、９０点台が１名、８０点台が２名、７０点台は４

５名、７０点以下が３６名。

待機場所は病院２８名、他の施設１４名、自宅待機４２名となっている。

⑤要支援、要介護者が高齢者の中に占める割合の推移を表にしておりますが、縦

軸として平成２０年度、２３年度、２５年度、横軸に高齢者数、要支援者数、要介
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護者数、その合計を表しております。順番に数字を申し上げます。

平成２６年度３,６０９人、要支援者数１９０、要介護者数４７３、合計６６３

人。

平成２３年度３,５４０、要支援者数２２３、要介護者数５５７、計７８０。

平成２５年度３,６２６、要支援者数２１６、要介護者数５７８、合計７９４人

というふうになっております。

⑥各委員による担当地区の実態調査。調査した内容ですが、少ない年金額では他

の施設に入れない。体調が心配で一人暮らしは心細くてならない。家族、特に息子

の嫁にまで迷惑をかけたくない。夫婦で入居したいが空がない。有料老人ホームに

入居しているが、本人の年金では賄えず、子どもたちの負担が大きい。一人暮らし

で夜間は娘の泊まりが必要だが、夜間に頻繁に起きるため介護疲れが続いている。

待機２年目ということです。認知症があり、息子と二人暮らし。年金では足りず、

息子さんの収入も少なく生活保護を受けて老人保健施設で生活している。等々の実

態があり、深刻な事例も見受けられた。

以上、主な点を列記しましたが、待機者の生活環境、悩み、逼迫度は氷山の一角

であると思われます。２０２５年問題は待ったなしであり、待機者解消のため、入

所定員の拡大を喫緊の課題とし、老朽化した延寿荘の建て替え、建設場所、民営化

問題等も含め、総合的に取り組む必要があるとして、このたびの報告といたします。

以上です。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第４ 陳情の委員会付託について

○議長（酒見 喬君） 日程第４、陳情の委員会付託についてです。

本日まで受理しました陳情は、お手元に配りました陳情文書の写しのとおりです。

３件を所管の委員会に付託しましたので報告します。

ここで、町長からの挨拶の申し出があっていますので、これを許します。町長。

○町長（佐藤安彦君） 皆さま、改めまして、おはようございます。

平成２６年第５回南関町議会定例会の開会におきまして、平成２６年度補正予算

案、その他、諸議案のご審議をお願いするにあたり、一言ご挨拶を申し上げ、議員

各位並びに町民の皆さまに一層のご理解とご協力を申し上げる次第であります。

１４日、日曜日に執行されました衆議院の解散総選挙におきましては、自民党の

圧勝という結果になりましたが、今後も公明党との連立政権により安定した政権運

営の中で日本経済の再生、景気回復をはじめとする大きな課題もありますが、地方

が元気になるための政策を特に進めていただきたいと願いますと共に、地方創生を

強く訴えていきたいと考えておるところでございます。
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また、今年も全国各地で大きな災害が発生しましたが、最近になり、阿蘇山でも

噴火が発生しており、これまでにも増して地域住民の皆さまへの啓発や訓練にも積

極的に取り組んでいかなければならないと考えております。まずはお亡くなりにな

られた方々のご冥福をお祈りいたしますと共に、被害に遭われた地域の１日も早い

復旧復興を願うものであります。

国においては衆議院の解散前に地方創生関係２法案が成立しました。特にまち・

ひと・しごと創生法では、人口減少に歯止めをかけ、それぞれの地域が住みよい環

境を確保し、将来にわたって活力ある社会を維持していくための施策を総合的かつ

計画的に実施することにしています。これは各自治体の力量が試される結果ともな

り、まちづくりに頑張っていく自治体には財政的援助を含め、国が支援していくこ

とになっております。南関町も町の特性を生かし、個性と魅力あふれるまちづくり

を進めていかなければならないと思っております。このためには、住民の英知を結

集し、知恵と創意工夫を重ねることが必要でありますので、町議会をはじめ、住民

の皆さまのご協力を切にお願いするものでございます。

そこで今回は、町の基幹産業である農業についてお話をさせていただきますが、

国においては農政改革を大きな柱として食料、農業、農村の三つをキーワードとし

て生存に不可欠な食料の安定供給と共に、国土保全や自然環境、景観の保持という

多面的機能の重要性を挙げた上で、そうした機能を発揮するための農業の持続的な

発展は欠かせず、生産と生活の基礎として農村の振興を図らなければならないとさ

れています。

安倍首相は農業の規模拡大と６次産業化を推進されることになると思いますが、

中山間地である南関町におきましては、ある程度の規模拡大と併せ、６次産業化な

ど南関町に一番あった効率的かつ安定的な農業経営ができるような施策を推進して

いかなければならないと考えております。そういった意味でも稲作中心の農業から

転換を考える重要な時期ではないかとも思われます。

また、物産振興会などの生産や販路を拡大するための組織作りにも取り組んでい

く必要があります。これからは町議会の皆さまや地域住民の皆さまとも多くの意見

交換をさせていただく中で、基幹産業となり得る農業を目指すことが重要であると

考えております。

さて、９月の定例会以降には、東京の銀座熊本館での難関突破の日や５０歳未満

と５０歳以上とに分けた各校区での地域懇談会などを開催させていただきました。

難関突破の日では初めて日本の中心である東京銀座において町内１８事業者の皆さ

まのご協力により、農産物や特産品６０品目を販売することができました。今後は、

先ほども申し上げました物産振興会等の組織化を図り、次の仕掛けへの取り組みを
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進めてまいりたいと考えております。

また、地域懇談会ではそれぞれの校区でたくさんのご意見やご要望を伺い、その

場での回答はしておりますが、すぐに対応できるもの、振興計画への掲載等が必要

なものなどと区分をしながら町政に役立てていきたいと考えております。

本定例会においては、南関町総合振興計画策定条例の制定についてもご提案申し

上げますが、今後の町政全般にわたる計画の指針となるものでもありますので、し

っかりとした対応をしていかなければならないと考えております。

また、南関町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についても提案い

たしておりますが、内容といたしましては、保険給付費の伸びが続いており、この

ままでは国保財政の運営が困難になっておりますので、平成２７年度分からの税率

等を改正するものでございます。町民の皆さまにおかれましては厳しい改正になる

とは思いますが、現状をご理解いただけますように町としてもしっかりと周知を図

ってまいりたいと考えております。

続きまして、今回の議案の提案につきましては、専決処分の報告及び承認を求め

ることについてが１件、条例の制定が１件、条例の一部改正が３件、平成２６年度

一般会計補正予算のほか、各特別会計の補正予算が７件、業務委託変更契約の締結

が２件、町道の路線廃止、変更が各１件、町道の路線認定が２件を提案しています。

特に一般会計補正予算では、６,６７０万円を追加し、一般会計の総額を５８億２,

３４３万１,０００円としているところです。

ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げまして、定例会開会にあたって

のご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） お諮りします。

日程第５、議案第７０号から日程第２３、議案第８８号までの議案を一括上程し、

提案理由の説明を求めたいと思いますが、ご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

従って、日程第５、議案第７０号から日程第２３、議案第８８号までの議案を一

括上程することに決定しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第 ５ 議案第７０号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（平成２

６年度南関町一般会計補正予算（第４号））

日程第 ６ 議案第７１号 南関町総合振興計画策定条例の制定について

日程第 ７ 議案第７２号 南関町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について
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日程第 ８ 議案第７３号 南関町火葬場条例の一部を改正する条例の制定について

日程第 ９ 議安第７４号 南関町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について

日程第１０ 議案第７５号 平成２６年度南関町一般会計補正予算（第５号）につい

て

日程第１１ 議案第７６号 平成２６年度南関町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について

日程第１２ 議案第７７号 平成２６年度南関町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）について

日程第１３ 議案第７８号 平成２６年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）について

日程第１４ 議案第７９号 平成２６年度南関町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）について

日程第１５ 議案第８０号 平成２６年度南関町介護サービス事業特別会計補正予算

（第３号）について

日程第１６ 議案第８１号 平成２６年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計補正予

算（第３号）について

日程第１７ 議案第８２号 平成２６年度南関町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）について

日程第１８ 議案第８３号 業務委託変更契約の締結について

日程第１９ 議案第８４号 業務委託変更契約の締結について

日程第２０ 議案第８５号 町道の路線廃止について

日程第２１ 議案第８６号 町道の路線認定について

日程第２２ 議案第８７号 町道の路線認定について

日程第２３ 議案第８８号 町道の路線変更について

○議長（酒見 喬君） 議案はお手元に配付してあります。

議案名を事務局長に朗読させますので、確認をしてください。

○議会事務局長（寺本一誠君） ［議案名朗読］

○議長（酒見 喬君） 配付漏れ等はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 配付漏れなしと認めます。

それでは、ただ今から提案理由の説明を求めます。

担当職員は、順次説明をしてください。

総務課長。
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○総務課長（永松泰子君） 第７０号議案、専決処分の報告及び承認を求めることに

ついてご説明をいたします。

南関町一般会計補正予算書第４号第１ページをお開きください。

南関町専決第８号、平成２６年度南関町一般会計補正予算（第４号）についてご

説明いたします。

今回、専決いたしましたのは、平成２６年１１月２１日に衆議院が解散したため、

１２月１４日に執行されました第４７回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国

民審査に係る所要額として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７２万８,

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億５,６７３万１,

０００円とするものでございます。

選挙準備を早急に行う必要がありまして、議会を召集する時間的余裕がなかった

ため、地方自治法第１７９条の規定に基づき専決処分をいたしました。今定例会で

専決処分についてご報告を行いましてご承認を求めるものでございます。

２ページをお開きください。歳入歳出補正予算の歳入でございます。１５款県支

出金でございます。３項県委託金で６７２万８,０００円を追加し、２,５５２万６,

０００円とするものでございます。補正後の金額は５７億５,６７３万１,０００円

でございます。

次に歳出でございます。２款総務費、４項選挙費で６７２万８,０００円を追加

して、１,３６２万５,０００円とするものでございます。補正後の金額は歳出合計

５７億５,６７３万１,０００円でございます。

続きまして６ページをお願いいたします。歳入でございます。１５款県支出金、

３項県委託金、１目総務費県委託金でございます。５節の選挙費県委託金、衆議院

議員総選挙費県委託金としまして６７２万８,０００円を追加しております。

次のページをお願いいたします。歳出でございます。主なものだけを説明いたし

ます。２款総務費、４項選挙費、４目衆議院議員総選挙でございます。３節職員手

当等、時間外勤務手当として３２７万７,０００円、これは告示前、期日前投票、

それから選挙当日の投票と開票、そのときに職員の時間外勤務手当でございます。

１３節委託料８２万２,０００円、選挙ポスター掲示場設営撤去業務委託料でござ

います。２款総務費、４項選挙費におきまして６７２万８,０００円を追加しまし

て、１,３６２万５,０００円とするものでございます。

以上、報告いたします。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、第７１号議案、南関町総合振興計画策定条例の制定について、提案

理由及び議案の説明をいたします。

平成２３年５月に公布されました地方自治法の一部改正により、総合振興計画の
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基本構想の法的な策定義務がなくなりました。総合振興計画を策定すること及び議

会の議決を経るかは、各町の判断にゆだねられることになりました。南関町総合振

興計画は、従来から町の総合的かつ計画的に行政運営を行う上の重要な指針であり、

町民に対してもまちづくりの長期的な展望を示すものであると考えます。

また、まちづくりのビジョンである基本構想などが南関町振興計画審議会設置条

例で規定しておりますように、議会の審議を経てさらに南関町民の代表である町議

会の議決を経ることで町全体の総意により策定されたものであることを裏付けるた

めにも、この総合振興計画を策定する上で必要かつ重要なことだと考えております。

次に、制定条例の内容の説明をいたします。条例案をご覧ください。

第１条におきまして、この条例の制定趣旨、規定を定めています。第２条につき

ましては、総則的規定としまして、当該条例全般に及ぶ重要な用語について意義の

規定を定めたものでございます。

第１号で総合振興計画をまちづくりの指針として基本構想、基本計画及び実施計

画からなるものであると規定をしております。計画の構成として体系化をしている

ものでございます。

第２号では、基本構想。これは本来の将来像とまちづくりの理念を掲げ、その実

現のための基本方向を示すものであり、基本計画、実施計画の指針となるものでご

ざいます。

第３号では、基本計画。これは基本構想の理念に基づき、基本施策の方向と体系

を示すもので、実施計画に対し指導的役割を持つものでございます。

第４号に実施計画を上げております。基本計画に示された施策を具現化していく

ための個別の事業で、予算編成の基本となるものでございます。

続いて第３条におきましては、実施法上、策定の義務はなくなりましたけれども、

町長が南関町総合振興計画を策定するものであるとしています。

第４条におきましては、南関町振興計画審議会設置条例。これは昭和４５年条例

第２号により設置されました南関町振興計画審議会において、町長が諮問をして、

そして審議、協議をしていただくための定めでございます。

第５条において、基本構想の策定、または変更については議決事件として議会の

議決が必要であると定めるものでございます。

第６条においては、町長が基本構想に基づく基本計画及び実施計画を策定するこ

ととしております。

第７条においては、町長が総合振興計画を策定、または変更したときは住民の皆

さまに公表するものとしております。この公表の方法といたしましては、南関町公

告式によるもののほか、ホームページ上で公表することとしております。
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第８条におきましては、個別に各課で施策を定める際は、総合振興計画との整合

性を図るものというふうにしております。

第９条は、条例の施行について必要なことは町長が別に定めるという委任規定を

定めているものでございます。

以上で、南関町総合振興計画策定条例の制定について提案説明を終わらせていた

だきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、第７２号議案です。南関町一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、提案理由及び議案の説明をいたします。

今回の条例改正は、平成２６年の人事院勧告に基づきまして、南関町一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正するものでございます。

人事院勧告の主な内容といたしましては、まず、人事院は国会及び内閣に対して

官民格差を解消するため給料月額の０.２７％を引き上げ、期末勤勉手当を０.１５

カ月分引き上げることとする勧告を行っております。これは人事院が民間企業にお

ける給与抑制措置や雇用調整の実施状況を調査した結果、一人当たり平均で１,０

９０円、これが０.２７％に当たりますが、公務員が民間給与を下回っていること。

また、期末勤勉手当の支給率も民間の特別給は４.１２月分に相当し、月額０.１７

カ月分が下回っているとしております。民間従事者の給与水準と公務員との格差を

考慮して均衡が保たれるよう平成２６年４月１日から給料月額の増額改正及び勤勉

手当の支給率を増額改正することとしたものであります。

続きまして、改正条文の説明をいたします。条例案をご覧ください。

給与条例の改正は、施行期日が二つに分かれ、さらに適用日も二つに分かれてい

るため、条例改正では若干複雑ではございますが、第１条の改正で第１５条第２項、

これは一般職の勤勉手当の額についての定めでありますが、今回は平成２６年１２

月の勤勉手当の支給率を民間の至急割合に見合うよう１００分の６７.５を１００

分の８２.５に、１００分の１５増額改定するものでございます。

また、第２号では、再任用職員の勤勉手当の額についての定めでございまして、

１００分の３２.５を１００分の３７.５と１００分の５増額改定するものでござい

ます。

続きまして、給料月額の改正であります。別表第１の給料表の給料月額を改正す

るとしております。現在の給料月額を引き上げる改正の給料月額表であります。こ

の規定の改正は、平成２６年４月１日から適用となります。

続きまして第２条の改正ですが、第１条と同じく南関町一般職の職員の給与に関

する条例の改正で、期末勤勉手当の率について第１条の施行日が公布の日からとし

ているものに対して、第２条は平成２７年４月１日から施行することとしているも
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のです。これによりまして、平成２７年度以降の支給率は第１条で増額改正した支

給率を６月と１２月でならす目的で、勤勉手当の年間の支給率を６月０.７５月分、

それから１２月も０.７５月分として、同じく再任用職員は０.３５月分とする改正

でございます。

続きまして、条例の改正附則につきましてご説明申し上げます。

改正附則第１条第１項につきましては、この改正条例の施行期日を公布の日から

施行する規定であります。ただし、第２条、先ほど申し上げましたが、勤勉手当の

支給率の規定は平成２７年４月１日から施行するものとする規定でございます。

改正附則第１条第２項につきましては、第１条の改正既定の別表の給料表の改定

は、平成２６年４月１日から、また勤勉手当の支給率の改正規定は基準日でありま

す平成２６年１２月１日から遡及して適用するものとしております。

改正附則第２条につきましては、平成２６年４月１日、これを適用日と呼びます

が、この適用日前に職務の級を異にして異動した職員や町長の定めるこれに準ずる

職員の施行日における号級につきましては、その者が施行日前において職務の級を

異にする異動等をした者とした場合との均衡上、要するにその後の状態が低いとい

うことにならないようにということで、必要と認められる限度においてこの給与条

例改正に伴い、他の職員との均衡を失しないように調整を行うことができるという

ことを規定しているものでございます。

改正附則第３条につきましては、改正後の条例後の規定を適用する場合において

は、改正前の南関町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された

給与、これはもう去る１０日に期末勤勉手当は支給しておりますし、２１日に給料

は支給される予定にしておりますが、それは改正後の条例の規定による給料の内払

いとみなすものと規定をしているものでございます。

附則第４条につきましては、附則第２条及び附則第３条に定めているもののほか、

必要なことは規則に委任する規定でございます。

以上で、南関町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、提案説明を終わらせていただきます。

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） 住民課長。

○住民課長（菅原 力君） 第７３号議案、南関町火葬場条例の一部を改正する条例の

制定について、提案の理由と内容についてご説明いたします。

提案理由としましては、せきすい斎苑の使用に関しまして、使用料の徴収につい

て町内居住者の判断をより明確にするための改正でございます。

町内居住者につきましては、現在は住民基本台帳に記されている者ということで
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規定しておりますが、もう１項目死亡当時、町外の施設に入所していた者のうち、

入所以前に町内に居住し、かつ家族や親類等が現在町内に居住している者を町内居

住者と規定しておりますが、町内に居住していた時期、親類等の範囲を限定するこ

とにより、町内居住者の判断をより明確にするため条例内容を変更するものでござ

います。

改正の内容につきましては、別表中の入所以前を入所直前に、親類等を三親等以

内の親族に改めるものでございます。

また、附則としましてこの条例は平成２７年４月１日より施行するとしておりま

す。

以上で、南関町火葬場条例の一部を改正する条例の制定について説明を終わりま

す。

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、第７４号議案、南関町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について、提案の理由と内容のご説明をいたします。

提案の理由としましては、国民健康保険特別会計の財政安定化を図るため、税率

及び金額の改正を行ったことにより、条例の一部を改正したものでございます。

それでは議案書を１枚お開きください。南関町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例として、次の条項においてそれぞれ所得割額及び資産割額の率、被保険者

均等割の額及び世帯平等割額の額について改正したものでございます。

まず第３条から第５条の２までが医療給付費分の改正でございます。改正内容と

しまして、第３条第１項中１００分の６.４５を１００分の７.９５に改める。第４

条中１００分の３９を１００分の３０.４５に改める。第５条中１万９,０００円を

２万７,５００円に改める。第５条の２第１項中１万８,８００円を２万５,４００

円に改め、同条第２号中９,４００円を１万２,７００円に改め、同条第３号中１万

４,１００円を１万９,０５０円に改めるというものでございます。

次に、第６条から第７条の３までが後期高齢者支援金等の改正でございます。改

正の内容としまして、第６条中１００分の２.０を１００分の３.２に改める。第７

条中１００分の９を１００分の４.５に改める。第７条の２中６,１００円を８,２

００円に改める。第７条の３第１号中５,３００円を７,１００円に改め、同条第２

号中２,６５０円を３,５５０円に改め、同条第３号中３,９７５円を５,３２５円に

改めるというものでございます。

次に、第８条から第９条の３までが介護納付金についての改正でございます。改

正内容としまして、第８条中１００分の１.０を１００分の２.１に改める。第９条

中１００分の７.０を１００分の５.０５に改める。第９条の２中６,０００円を８,
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１００円に改める。第９条の３中４,０００円を５,４００円に改めるというもので

す。また、この改正に伴いまして第２３条におきまして均等割額と平等割額の軽減

額の改正も行っているところでございます。

まず、第１号アからカまでが７割軽減の軽減する額の改正でございます。改正内

容としまして、第２３号第１号ア中１万３,３００円を１万７,９９０円に改め、同

号イ中（ア）中１万３,１６０円を１万７,７８０円に改め、同号イ（イ）中６,５

８０円を８,８９０円に改め、同号イ（ウ）中９,８７０円を１万３,３３５円に改

め、同号ウ中４,２７０円を５,７４０円に改め、同号エ（ア）中３,７１０円を４,

９７０円に改め、同号エ（イ）中１,８５５円を２,４８５円に改め、同号エ（ウ）

中２,７８３円を３,７２８円に改め、同号オ中４,２００円を５,６７０円に改め、

同号カ中２,８００円を３,７８０円に改めるというものです。

次の第２号アからカまでが５割軽減の軽減する額の改正でございます。改正内容

としまして、同条第２号ア中９,５００円を１万２,８５０円に改め、同号イ（ア）

中９,４００円を１万２,７００円に改め、同号イ(イ)中４,７００円を６,３５０円

に改め、同号イ(ウ)中７,０５０円を９,５２５円に改め、同号ウ中３,０５０円を

４,１００円に改め、同号エ（ア）中２,６５０円を３,５５０円に改め、同号エ

(イ)中１,３２５円を１,７７５円に改め、同号エ(ウ)中１,９８８円を２,６６３円

に改め、同号オ中３,０００円を４,０５０円に改め、同号カ中２,０００円を２,７

００円に改めるというものです。

次の第３号アからカまでが２割軽減の軽減する額の改正でございます。改正内容

としまして、同条第３号ア中３,８００円を５,１４０円に改め、同号イ（ア）中３,

７６０円を５,０８０円に改め、同号イ(イ)中１,８８０円を２,５４０円に改め、

同号イ(ウ)中２,８２０円を３,８１０円に改め、同号ウ中１,２２０円を１,６４０

円に改め、同号エ(ア)中１,０６０円を１,４２０円に改め、同号エ(イ)中５３０円

を７１０円に改め、同号エ（ウ）中７９５円を１,０６５円に改め、同号オ中１,２

００円を１,６２０円に改め、同号カ中８００円を１０８０円に改めるというもの

です。

また、附則としまして施行期日として平成２７年４月１日から施行する。適用区

分としまして、改正後の南関町国民健康保険税条例の規定は、平成２７年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、平成２６年度までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例によるとするものであります。

以上で、南関町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について説明を

終わります。

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。
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○議長（酒見 喬君） 説明の途中ですが、ここで１０分間休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午前１１時００分

再開 午前１１時１０分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

説明の途中でありましたので、これを続行します。総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 第７５号議案、平成２６年度南関町一般会計補正予算

（第５号）につきましてご説明いたします。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,６７０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ５８億２,３４３万１,０００円とするものです。なお、

今回の人事院勧告に基づいた給料表改正及び勤勉手当等の改正に伴いました補正に

つきましては、各款項目にわたりますので割愛をさせていただきますのでご了承く

ださい。

では、２ページへお進みください。歳入歳出予算補正、歳入でございます。

１２款分担金及び負担金、２項負担金に付きまして１２万４,０００円を追加し

て、９,９３０万４,０００円とするものでございます。

１４款国庫支出金、１項国庫負担金８９４万６,０００円を追加して、３億４,９

６０万３,０００円とするものでございます。

１５款県支出金、１項県負担金では３６０万７,０００円追加して、２億７６５

万８,０００円とし、２項県補助金では３０万３,０００円を追加して、２億２,３

９６万８,０００円とし、３項県委託金では１４５万６,０００円を追加して、２,

６９８万２,０００円とするものでございます。

１７款寄附金では、１項寄附金８０万円を追加して、１８９万１,０００円とす

るものでございます。１８款繰入金では、１項基金繰入金２,１３４万６,０００円

を追加して、１億１,８６０万７,０００円とするものでございます。

２０款諸収入、３項受託事業収入としまして９３万３,０００円を追加して、８

００万１,０００円とし、４項雑入では１,８８５万５,０００円を追加して、３,５

０６万９,０００円とするものでございます。

２１款町債では、１項町債で１,０３０万円を追加して、８億９１４万８,０００

円とするもので、歳入合計５７億５,６７３万１,０００円のところ６,６７０万円

を追加しまして、５８億２,３４３万１,０００円とするものでございます。

続きまして、３ページの歳出でございます。

１款議会費、１項議会費につきましては２３万６,０００円を追加して、８,６０
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３万円とするものでございます。

２款総務費、１項総務管理費につきましては９９１万４,０００円を追加して、

５億９９４万４,０００円とし、それから２項徴税費では１１７万９,０００円を追

加し、１億１,０４２万５,０００円とし、３項戸籍住民基本台帳費では１５２万６,

０００円を減額して、２,４２３万２,０００円とし、４項選挙費では１６４万４,

０００円を追加して、１,５２６万９,０００円とし、５項統計調査費では６,００

０円を追加して、７８９万４,０００円とするものでございます。

３款民生費では、１項社会福祉費で２,３２９万１,０００円を追加して、１２億

１,９５８万８,０００円とし、２項児童福祉費では９２万８,０００円を追加し、

４億５,２６８万６,０００円とするものでございます。

４款衛生費、１項保健衛生費につきまして、１,０５９万５,０００円を追加して、

５億９,９０９万７,０００円とし、２項清掃費では４万６,０００円を減額して、

２億２,１８５万８,０００円とし、３項水道費では２２万５,０００円

を減額し、３１９万７,０００円とするものであります。

５款農林水産業費では、１項農業費で１９１万９,０００円を追加し、２億３,７

４９万５,０００円とし、２項林業費では９２万４,０００円を減額し、８６８万８,

０００円とするものでございます。

６款商工費では、１項商工費で１８８万１,０００円を減額し、１億４７６万８,

０００円とするものでございます。

７款土木費では、１項土木管理費につきまして４９０万５,０００円を追加して、

７,０８９万９,０００円とし、２項道路橋梁費では１７万２,０００円を追加し、

４億５,３０８万１,０００円とし、４項住宅費では４５万８,０００円を追加し、

６,１５７万２,０００円とし、５項下水道費では３３万９,０００円を追加し、１

億７１０万３,０００円とし、６項浄化槽整備推進事業費として１２万３,０００円

を減額し、２,８６５万３,０００円とするものでございます。

８款消防費では、１項消防費で１９９万４,０００円を追加して、１億９,９６４

万円とするものでございます。

９款教育費では、１項教育総務費で２５６万５,０００円を減額して、５,８７０

万１,０００円とし、２項小学校費では１７２万１,０００円を追加して、３億２,

３０１万４,０００円とし、４項中学校費では６８４万９,０００円を追加し、６,

９５２万２,０００円とし、４項社会教育費では６３６万４,００００円を追加し、

１億６４８万１,０００円とし、５項保健体育費では２２万２,０００円を追加して、

６,８７１万８,０００円とするものでございます。

１１款公債費では、１項公債費として８３万１,０００円を減額し、６億２,２９
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４万９,０００円とするものでございます。

１２款予備費では、１項予備費として２０８万５,０００円を追加して、１,２１

６万２,０００円とするもので、歳出合計５７億５,６７３万１,０００円のところ

を６,６７０万円追加しまして、５８億２,３４３万１,０００円とするものでござ

います。

次に、５ページの繰越明許費でございます。４款衛生費の１項保険衛生費、地域

振興対策事業で２億７,６６０万８,０００円でございます。これは、県に委託して

おります米田・鬼王線の改良工事の委託金がほとんどでございますが、及び米田・

大場線工事費等でございます。

７款土木費、２項道路改良費、道路新設改良事業で３億１９３万１,０００円の

繰越明許でございます。これは、大西・境原線、久重・中線ほか７本の工事費と道

路点検等の委託費でございます。

次のページをお開きください。地方債補正でございます。３番過疎対策ソフト事

業費では、６２０万円を増額して、７,６２０万円とするものでございます。

臨時財政対策債では、１億９,２０４万８,０００円を４００万増額いたしまして、

１億９,６０４万８,０００円とするものでございます。

５番ほ場整備事業債では、補正前が１,０８０万円でございましたが、１０万円

を増額いたしまして１,０９０万円とするものでございます。

次に、９ページをお開きください。歳入でございます。主なものだけを説明いた

します。

まず、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金で１節社会福

祉費国庫負担金でございます。８６１万６,０００円を追加しております。これは、

障害者総合支援給付費分及び更正医療費分でございます。

次に、１５款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金でございます。１節

社会福祉費県負担金で４３０万７,０００円を追加しております。これは、国庫負

担金の中にもありましたとおり、障害者総合支援給付費及び更正医療分の県負担金

でございます。

次に、１０ページをお開きください。１５款県支出金、３項県委託金、１目総務

費県委託金でございます。５節選挙費県委託金をご覧ください。１４５万２,００

０円を追加しております。これは、熊本県議会議員一般選挙費県委託金といたしま

して、任期満了は平成２７年４月２９日でございますが、２６年１１月２１日付総

務大臣からの通知で統一地方選挙の選挙期日についての記述がございまして、原則

として県議選を４月１２日に、そしてその告示を４月３日にする内容がございまし

た。これを受けまして、今回補正をさせていただいているものでございます。まだ、
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期日については確定ではございません。

それから１７款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金でございます。８０万円を

追加しております。これはふるさと南関応援寄附金で、１万円掛ける８０件分とし

て増額補正をしております。

それから１８款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金でございまし

て、１節財政調整基金繰入金といたしまして１,２００万円を繰り入れます。基金

の取り崩し後の財政調整基金の基金残高は１０億８,９８４万３,０００円となりま

す。３目ふるさとづくり基金繰入金では、１節ふるさとづくり基金繰入金で９３４

万６,０００円を繰り入れます。基金の取り崩し後のふるさとづくり基金額は１１

億４,５０５万６,０００円となります。

次に、２０款諸収入、４項雑入、２目雑入の中で４節雑入の一番下の欄、後期高

齢者医療市町村療養給付費負担金返還金でございます。１,１４９万７,０００円を

追加しております。これは平成２５年度後期高齢者医療市町村療養給付費負担金が

確定されたことによる返還金でございます。

次に、２１款町債、１項町債、１目農林水産業債で２節農業債でございますが、

１０万円を増額しております。それから１１目臨時財政対策債、１節臨時財政対策

債として４００万円を増額しております。それから１２目過疎対策ソフト事業債、

次のページでございますが、６２０万円を増額しているところでございます。

続きまして１３ページをご覧ください。歳出でございます。

先に申し上げましたとおり、人件費の給料及び期末勤勉手当、その他人件費につ

きましては割愛をさせていただきます。

主なものだけ申し上げます。２款総務費、１項総務管理費、７目企画費でござい

ます。次のページをお開けください。１９節負担金、補助及び交付金の中で１８１

万８,０００円を地方バス運行等特別対策補助金として増額をしております。これ

は補助金の額が確定したための不足額でございます。

次、２款総務費、２項徴税費、２目賦課徴収費の２２節、補償、補填及び賠償金

の中で５０万円を追加しております。これは、相続財産管理人申立予納金として増

額をしているものでございまして、裁判所に納める予納金であります。相続財産管

理人の委託料などが当てられますが、滞納者の財産を公売にかけた分を管理人が債

権者、これは町になりますが、町に滞納分を納めた残額で裁判所が管理人の報酬を

支払うことができるようであればそこで支払い、残りは国庫ということになります

が、この５０万円はそのままそっくり返還をされることになります。

次に、２款総務費、４項選挙費の７目熊本県議会議員一般選挙費でございます。

歳入でもご説明をいたしましたが、１５４万３,０００円を補正するものでござい
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ます。

１７ページをお開けください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務

費でございます。２０節扶助費をご覧ください。１,７９７万３,０００円をしてお

ります。これは、歳入でも国庫負担金、県負担金の説明をいたしましたもので、更

正医療給付事業及び障害者総合支援給付費などで追加をしているものでございます。

次に、１９ページをお開きください。１９ページの４款衛生費、１項保険衛生費、

１目保健衛生総務費の中で２０節扶助費でございます。こども医療費扶助費として

４５９万４,０００円を追加しております。

次のページ２０ページをお開きください。４款衛生費、１項保険衛生費、１１目

地域振興対策費の中で１９節負担金、補助及び交付金でございます。１,２４４万

８,０００円を追加して、これは公民館建設費等助成金でございます。

次に、２３ページをお開きください。７款土木費、４項住宅費、１目住宅管理費

でございます。１３節委託料、１５節工事請負費でございますが、町営住宅の長寿

命化計画により、高久野団地の外壁と屋上防水工事等を必要としておりますが、２

７８万１,０００円を委託料に組み替えたものでございます。

次に、２５ページをお開きください。９款教育費、３項中学校費、１目学校管理

費でございます。１５節の工事請負費でございますが、６０６万９,０００円を追

加しております。これは、南関中学校で難聴教室の整備でございます。平成２７年

４月に入学予定の生徒を受け入れるための整備でございます。

以上で、一般会計補正予算（第５号)につきましての説明を終わらせていただき

ます。

ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） 福祉課長。

○福祉課長（北原宏春君） 第７６号議案、平成２６年度南関町国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）につきましてご説明申し上げます。１ページをお願いいたしま

す。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５万６,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億７９３万２,０００円とするものでございま

す。

２ページをお願いいたします。歳入でございます。９款、１項他会計繰入金でご

ざいます。３５万６,０００円を追加し、６,８９０万３,０００円とし、歳入合計

１５億７９３万２,０００円とするものでございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。１款、１項総務管理費３２万

４,０００円を追加し、４４２万７,０００円とし、３項運営協議会費３万２,００
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０円を追加し、１６万円とするものでございます。

２款、１項療養諸費１,４６５万４,０００円を追加し、９億１,１１７万６,００

０円とし、２項高額療養費９２０万円を追加し、１億３,３０３万円とするもので

ございます。

７款、１項共同事業拠出金２４万２,０００円を追加し、１億９,４３３万４,０

００円とし、１２款、１項予備費２,４０９万６,０００円を減額し、４９６万４,

０００円とし、歳出合計補正額３５万６,０００円を追加し、１５億７９３万２,０

００円とするものでございます。

６ページをお願いいたします。歳入の内容説明でございます。９款、１項、１目、

２節その他一般会計繰入金に事務費繰入金３５万６,０００円を追加するものでご

ざいます。

７ページをお願いいたします。歳出の内容説明でございます。１款、１項、１目、

１３節委託料に制度改正に伴うシステム改修委託料として３２万４,０００円を追

加するものでござ今います。１款、３項、１目運営協議会費に協議会の委員報酬、

費用弁償として３万２,０００円を追加するものでございます。

２款、１項、２目、１９節負担金、補助及び交付金に退職被保険者等療養給付費

１,４５０万円、２款、２項、１目、１９節負担金、補助及び交付金に一般被保険

者高額療養費４００万円、２目１９節負担金、補助及び交付金に対象者被保険者等

高額療養費５２０万円を追加するもので、それぞれ療養費の見込み増によるもので

ございます。

７款、１項、１目、１９節負担金、補助及び交付金に高額共同事業交付金返戻金

２４万２,０００円を追加すものでございます。

１２款、１項、１目予備費２,４０９万６,０００円を減額するものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 建設課長。

○建設課長（古澤 平君） 第７７号議案、平成２６年度南関町公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６７万

７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５,６０６万６,

０００円とするものでございます。

２ページをお願いいたします。歳入でございます。２款繰入金、１項一般会計繰

入金、１億６７６万４,０００円に３３万９,０００円を追加して、１億７１０万３,

０００円とし、３款諸収入、２項雑入に６３万８,０００円を追加し、８款県支出
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金、１項県補助金１００万円に７０万円を追加し、１７０万円とし、歳入総額を１

億５,６０６万６,０００円とするものでございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費

６,８３９万円に１５２万６,０００円を追加して、６,９９１万６,０００円とし、

２款事業費、１項公共下水道事業費６９０万６,０００円に１５万１,０００円を追

加して、７０５万７,０００円とし、歳出総額を１億５,６０６万６,０００円とす

るものでございます。

６ページをお願いします。歳入についての内容説明でございます。２款、１項、

１目、１節一般会計繰入金に３３万９,０００円を追加し、３款、２項、１目、１

節雑入に消費税の還付金といたしまして６３万８,０００円を追加し、８款、１項、

１目、１節公共下水道費県補助金に生活排水適正処理重点推進事業補助金として７

０万円を追加するものでございます。

７ページは歳出でございます。１款、１項、１目一般管理費の１９節負担金、補

助及び交付金に下水道排水設備工事助成金として１４０万円、２目浄化センター管

理費の１１節需用費に浄化センターの光熱水費として７万１,０００円、１２節役

務費に浄化センターの通信費として５万５,０００円を追加し、２款、１項、１目

公共下水道建設費の２節給与改定により２万１,０００円、３節職員手当等に期末

勤勉手当として１１万４,０００円、４節共済費に職員共済組合負担金として１万

２,０００円、９節負担金、補助及び交付金に退職手当負担金として４,０００円を

追加するものでございます。

以上で説明を終わります。ご審議の上、承認を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

続きまして、第７８号議案、平成２６年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号)についてご説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２２万

５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０１万５,０００

円とするものでございます。

２ページをお願いいたします。歳入でございます。５款繰入金、１項一般会計繰

入金３４２万２,０００円より２２万５,０００円を減額して３１９万７,０００円

とし、歳入総額を５０１万５,０００円とするものでございます。

３ページをお願いします。歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費３２

１万８,０００円から２２万５,０００円を減額して２９９万３,０００円とし、歳

出総額を５０１万５,０００円とするものでございます。

６ページをお願いいたします。歳入についての内容説明でございます。５款、１
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項、１目、１節一般会計繰入金より２２万５,０００円を減額するものでございま

す。

７ページをお願いします。歳出でございます。１款、１項、１目一般管理費の２

節給与に給与改定及び新規採用者分の調整ということで５,０００円を追加し、３

節職員手当等に同じく期末勤勉手当１９万８,０００円、これは減額し、第４節共

済費より同じく職員共済組合負担金３万３,０００円を減額し、１９節負担金、補

助及び交付金に同じく退職手当負担金として１,０００円を追加するものでござい

ます。

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（酒見 喬君） 福祉課長。

○福祉課長（北原宏春君） 第７９号議案、平成２６年度南関町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号)につきましてご説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７９万

９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億７,４４４万

５,０００円とするものでございます。

２ページをお願いします。歳入でございます。２款、１項国庫負担金４２万４,

０００円を追加し、２億２,２０６万７,０００円とし、２項国庫補助金２１万２,

０００円を追加し、１億３,３７１万６,０００円とするものでございます。

４款、１項支払基金交付金６２万２,０００円を追加し、３億６,５４５万６,０

００円とし、５款、１項県負担金２７万３,０００円を追加し、１億７,９５８万９,

０００円とし、７款、１項一般会計繰入金２６万８,０００円を追加し、１億７,５

４０万４,０００円とし、歳入合計補正額１７９万９,０００円を追加し、１３億７,

４４４万５,０００円とするものでございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。２款、１項介護サービス等諸

費１７万１,０００円を追加し、１０億８,３９０万３,０００円とし、４項高額介

護サービス等費１８７万２,０００円を追加し、２,７３９万６,０００円とし、６

項特定入所者介護サービス等費１０万５,０００円を追加し、４,３５４万５,００

０円とするものでございます。

８款、１項予備費３４万９,０００円を減額し、６,６９２万２,０００円とし、

歳出合計補正額１７９万９,０００円を追加し、１３億７,４４４万５,０００円と

するものでございます。

６ページをお願いいたします。歳入の内容説明でございます。３款、１項、１目

介護給付費負担金、１節現年度分に介護給付費国庫負担金４２万４,０００円を追
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加し、３款、２項、１目、１節調整交付金２１万２,０００円を追加し、４款、１

項、１目介護給付費交付金、１節現年度分６２万２,０００円を追加し、５款、１

項、１目、介護給付費負担金、１節、現年度分２７万３,０００円を追加し、７款、

１項、１目、１節介護給付費繰入金２６万８,０００円を追加するものでございま

す。

７ページをお願いいたします。歳出でございます。２款、１項、６目、１９節負

担金、補助及び交付金に居宅介護住宅改修費１７万１,０００円を追加し、２款、

４項、１目、１９節負担金、補助及び交付金に高額介護サービス費１８７万２,０

００円を追加し、２款、６項、３目、１９節負担金、補助及び交付金に特定入所者

介護予防サービス費１０万５,０００円を追加するもので、それぞれ見込み増によ

るものでございます。

８款、１項、１目予備費は３４万９,０００円を減額するものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 延寿荘長。

○延寿荘長（福井隆一君） 第８０号議案、平成２６年度南関町介護サービス事業特別

会計補正予算（第３号）につきまして、ご説明申し上げます。

１ページをお願いします。款項の調整によります歳出予算の補正をお願いするも

のでございます。

２ページをお願いします。歳出につきましてご説明申し上げます。１款、１項施

設管理費として５３６万４,０００円を減額し、１億５,１９８万２,０００円とす

るものでございます。

次に、４款、１項予備費として５３６万４,０００円を追加し、８,５９２万６,

０００円とするものでございます。予算総額については変わりません。

４ページをお願いします。１款、１項、１目一般管理費でございます。内訳とし

て２節給料の１７４万９,０００円の減額、３節職員手当等の５９万３,０００円の

減額、４節共済費の１０９万６,０００円の減額、７節賃金の２９０万８,０００円

の減額、１３節委託料の１３３万２,０００円の増額、１９節負担金、補助及び交

付金の３５万円の減額でございまして、人事異動、臨時職員退職等による人件費等

の調整でございます。

次に、４款、１項、１目予備費として５３６万４,０００円を追加し予算調整す

るものでございます。

以上でご説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろ

しくお願いします。
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○議長（酒見 喬君） 建設課長。

○建設課長（古澤 平君） 第８１号議案、平成２６年度南関町浄化槽整備推進事業特

別会計補正予算（第３号）について、ご説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０万８,

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４４９万５,００

０円とするものでございます。

２ページをお願いいたします。歳入でございます。５款繰入金、１項一般会計繰

入金２,８７７万６,０００円より１２万３,０００円を減額して２,８６５万３,０

００円とし、７款諸収入、２項雑入１,０００円に３３万１,０００円を追加し３３

万２,０００円とし、歳入総額を１億４４９万５,０００円とするものでございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費

３,４７５万円に１１万８,０００円を追加して３,４８６万８,０００円、２款事業

費、１項浄化槽整備推進事業費５,３５０万１,０００円に９万円を追加し５,３５

９万１,０００円とし、歳出総額を１億４４９万５,０００円とするものでございま

す。

６ページをお願いいたします。歳入についての内容説明でございます。５款、１

項、１目、１節一般会計繰入金より１２万３,０００円を減額し、７款、２項、２

目、１節雑入に消費税還付金として３３万１,０００円を追加するものでございま

す。

７ページは歳出でございます。１款、１項、１目一般管理費の１１節需用費に浄

化槽曝気詰まり除去作業等の修繕費として１１万８,０００円を追加し、２款、１

項、１目浄化槽建設費の２節給料に給料改定により１万５,０００円、３節職員手

当等に期末勤勉手当として５万８,０００円、４節共済費に職員共済組合負担金と

して１万４,０００円、１９節負担金、補助及び交付金に退職手当負担金として３,

０００円を追加するものでございます。

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（酒見 喬君） 福祉課長。

○福祉課長（北原宏春君） 第８２号議案、平成２６年度南関町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）につきましてご説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１２万

万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出予算それぞれ１億２,９１

９万４,０００円とするものでございます。

２ページをお願いします。歳入でございます。３款、１項一般会計繰入金１１５
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万３,０００円を減額し、５,４８６万９,０００円とし、５款、２項償還金、及び

還付加算金２万９,０００円を追加し１３万円とし、歳入合計補正額１１２万４,０

００円を減額し、１億２,９１９万４,０００円とするものでございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。２款、１項後期高齢者医療広

域連合納付金１１５万３,０００円を減額し、１億２,８３７万１,０００円とし、

３款、１項償還金、及び還付加算金２万９,０００円を追加し１３万円とし、歳出

合計補正額１１２万４,０００円を減額し、１億２,９１９万４,０００円とするも

のでございます。

６ページをお願いいたします。歳入の内容説明でございます。３款、１項、２目、

１節保険基盤安定繰入金１１５万３,０００円を減額するもので、確定によるもの

でございます。５款、２項、２目、１節還付加算金に２万９,０００円を追加する

ものでございます。

７ページをお願いいたします。歳出でございます。２款、１項、１目、１９節負

担金、補助及び交付金の基盤安定負担金を確定によりまして１１５万３,０００円

減額し、３款、１項、２目、２３節償還金、利子及び割引料に還付加算金２万９,

０００円を追加するものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 説明の途中ですが、ここで昼食のため、１時まで休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午前１１時５７分

再開 午後 １時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

説明の途中でありましたので、これを続行します。

総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 第８３号議案、町道米田・鬼王線（仮称）の道路整備事業

に関する平成２５年度実施協定に係る業務委託変更契約の締結について、提案理由

及び議案の説明をいたします。

この事業は、公益財団法人熊本県環境整備事業団と熊本県と南関町の３者で、地

域振興策のうち処分場へのアクセス道路の町道米田・鬼王線の道路整備事業のうち、

米田工区を平成２５年度から平成２７年度にかけて、橋梁部を含む計画延長１,３

４０メートルの部分について、南関町の道路整備事業を熊本県に委託することを平

成２５年３月２９日に締結しておりました。この締結しておりました基本協定書を
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変更いたしまして、委託期間を平成２８年度までとすること及び計画延長を１,７

８９メートルにすることなどを平成２６年１２月１日に締結をいたしております。

このことに基づき、町道米田・鬼王線（仮称）の道路整備事業に関する平成２５

年度実施協定につきましても、同日変更した協定を締結いたしております。

このたび、提案をいたします業務委託契約の変更は、町道の米田・鬼王線（仮

称）の道路整備事業に関する平成２５年度実施協定に係る業務委託変更契約でござ

いまして、平成２６年１２月３日に熊本県と仮契約を締結しているものでございま

す。変更内容等については、議案書によって説明させていただきます。

１、業務委託名、変更前、町道米田・鬼王線（仮称）の道路整備事業に関する平

成２５年度実施協定に係る業務委託契約。変更後を町道米田・鬼王線の道路整備事

業に関する平成２５年度実施協定に係る業務委託契約としております。業務委託名

につきましては、町道名に仮称が付されておりますが、平成２６年３月の定例議会

におきまして町道の認定がなされておりますので変更しております。

２、委託期間、変更前では契約締結の日から平成２６年１２月２６日までとして

おりますところを、変更後は契約締結の日から平成２７年３月３１日までと終期を

変更しております。これは、線形の変更に時間を要したためでございます。

３、計画延長、変更前、１,３４０メートル（うち取付部２００メートル）、変

更後、１,７８９メートル（うち取付部３０９メートル）。計画延長につきまして

は、１,３４０メートルを１,７８９メートルに変更するものでございます。これは

線形の変更によるものでございます。

提案理由は、町道米田・鬼王線の道路整備事業に関する平成２５年度実施協定の

一部変更により、業務委託契約の一部を変更する必要があるためでございます。

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいた

します。

続きまして、第８４号議案でございます。町道米田・鬼王線の道路整備事業に関

する平成２６年度実施協定に係る業務委託変更契約の締結について、提案理由及び

議案の説明をいたします。

この事業は、公益財団法人熊本県環境整備事業団と熊本県と南関町の３者で地域

振興策のうち、処分場へのアクセス道路の町道米田・鬼王線の道路整備事業のうち、

米田工区を平成２５年度から平成２７年度にかけて橋梁部を含む計画延長１,３４

０メートルの部分について、南関町の道路整備事業を熊本県に委託することを平成

２５年３月２９日に締結しておりました。この基本協定書を変更いたしまして委託

期間を平成２８年度までとすること及び計画延長を１,７８９メートルにすること

などを平成２６年１２月１日に締結いたしております。このことに基づき、町道米
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田・鬼王線の道路整備事業に関する平成２６年度実施協定につきましても、同日変

更した協定を締結いたしました。

このたび提案をいたします業務委託変更は、町道米田・鬼王線の道路整備事業に

関する平成２６年度実施協定に係る業務委託変更契約でございまして、平成２６年

１２月３日に熊本県と仮契約を締結しているものでございます。変更内容等につい

ては議案書によって説明させていただきます。

１、委託内容、変更前、橋梁設計、道路改良工事、橋梁下部工事、変更後、用地

測量、橋梁設計、道路改良工事、橋梁下部工事。この委託内容につきましては、変

更前の委託内容に用地測量を追加したものでございます。これは、急きょ熊本県か

ら平成２５年度の実施協定の施工内容である用地測量を平成２６年度でも実施でき

るようにしたいとの依頼がございましたので変更しております。

２、計画延長、変更前、１,３４０メートル（うち取付部２００メートル）、変

更後１,７８９メートル（うち取付部３０９メートル）。計画延長につきましては、

１,３４０メートルを１,７８９メートルに変更するものでございます。これは、線

形の変更によるものでございます。

３、委託費内訳、変更前、工事費１億７,４６０万円、事務費５２３万７,０００

円、変更後、工事費１億７,９７３万７,０００円、事務費１０万円。委託費内訳に

つきましては、工事費を確保するため事務費から振り替えているところでございま

す。

提案理由は、町道米田・鬼王線の道路整備事業に関する平成２６年度実施協定の

一部変更により、業務委託契約の一部を変更する必要があるためでございます。

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいた

します。

○議長（酒見 喬君） 建設課長。

○建設課長（古澤 平君） 第８５号議案、町道の路線廃止についてご説明いたします。

提案理由は、路線を廃止使用とする場合は、道路法第１０条第３項の規定により

議会の議決を経る必要があるためでございます。

次ページの参考資料をご覧ください。今回提案いたします廃止路線は、町道古野

線で町道大西・桜原線に接する起点が豊永字東原１６０６番１地先から終点が豊永

字東原１５９５番１地先までの路線でございます。道路改良事業により改良前の路

線を廃止するものでございます。

続きまして、第８６号議案、町道の認定についてご説明いたします。

提案理由は、路線を認定しようとする場合は、道路法第８条第２項の規定により

議会の議決を経る必要があるためでございます。
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これも次ページの参考資料をご覧ください。提案いたします町道古野線は起点を

豊永字東原１６０６番１地先から終点を豊永字東原１５０９番１地先までとし、道

路改良事業により町道大西・桜原線と町道菰ヶ浦浦線を結ぶ路線として認定するも

のでございます。

続きまして、第８７号議案、町道の路線認定についてご説明いたします。これも

１ページの参考資料をご覧ください。

提案理由は、路線を認定しようとする場合は道路法第８条第２項の規定により議

会の議決を経る必要があるためでございます。

提案いたします町道前畑・津留線は起点を長山字津留２０８６番２地先から終点

を長山字待瀬２２０１番１地先までとし、町道草村・高久野線と町道横峰・草村線

を結ぶ路線として認定するものでございます。

続きまして、第８８号議案、町道の路線変更についてご説明いたします。

提案理由は、路線を変更使用とする場合は、道路法第１０条第３項の規定により

議会の議決を経る必要があるためでござます。これも次ページをご覧ください。

路線番号２５５との町道豊永２号線は、起点が豊永字前田３１４７番２地先から

終点が豊永字西ノ原２１４２番１

[「西ノ前だろ」と呼ぶ者あり]

○建設課長（古澤 平君） いや、それはですね。すみません、そしたらですね、一応

８８号議案のですね、変更前と変更後の部分で比較をしながら次ページの路線をご

覧いただければと思います。

路線番号２５４の町道豊永２号線、起点が豊永字馬場園１９７３番地先から豊永

字六郎丸２１２９番地先の路線と路線名が重複しているため、路線番号２５５の路

線名を豊永３号線に変更するものでございます。

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

○議長（酒見 喬君） 以上で提案理由の説明を終了しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２４ 一般質問

○議長（酒見 喬君） 日程第２４、一般質問を行います。

発言の通告があっていますので、順次、発言を許します。

１１番議員の質問を許します。１１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） こんにちは。第５回で定例会の一般質問、一発目でござ

いますけども、１１番議員の橋永でございます。

質問の内容といたしましては、質問事項でございますが、まずは町単独の米戸別
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所得補償施策の実施についてというようなことでございます。その要旨につきまし

ては、今、米余り現象っていうようなことで、日本で２５年産の米につきましては

２２万トンの在庫があるというようなことでございまして、本年の２６年産がまた

加わるわけでございますけれども、しかしながら生産者にとってはですね、在庫が

あるにしてもやはり生産費がそれに伴うような販売価格でないと農業は成り立たな

いわけでございますので、そのへん十分考えながら執行部のほうも受け取っていた

だきたいと思うわけであります。

まず、町の第一の基幹産業である農業は、米価の下落や米戸別所得補償の減額、

生産コストの増加などで農家の生産意欲が大きく減退しておるわけでございます。

農家の経営安定を図る手段として、どこの町でもまだ実施をしていない日本全国で

初めてじゃなかろうかと思いますけれども、町単独でこういった施策をしていただ

きまして南関町の米の生産意欲をですね、農家に植えつけていただいてこれから先

の米作をブランド化、こういったことをするによってブランド化も図られるかと思

います。

そういった形の中で今、戸別補償が去年までは安定額が１万５,０００円でござ

いましたですね。それが今年度につきましては、減額されて７,５００円というよ

うなことでですね、７,５００円も減額になったということにつきましてはですね、

元肥が１俵約３,０００円近くするわけでございますけれども、それが２俵分も買

えるというようなことでございます。

そういった中でですね、コストをいかに安くするかというようなことは肥料が半

分になるわけではございませんが、町の財政を農家に還元していただいてですね、

そのへんを十分施策に充当していただいて、一反でも多くつくっていただくという

ようなことになりはせんかと思うわけでございます。

そして、町長がいつも言っておりますように第１次基幹産業は農業だというよう

なことで言っておるわけでございます。マニフェストにもうたってあるわけでござ

いますが、そういった形で第１番目にですね、農業施策をですね、米の価格補償で

はございませんけども、そういった補助金を出していただいて、そして自分のマニ

フェストを実現させていただきたいと思うわけでございます。

それと２番目でございますが、指定管理に移行した施設の経営状況等を尋ねると

いうことでございます。南関町にはふるさとセンター、うから館、指定管理者制度

を取り入れまして、経営管理を任せておるわけでございますけれども、もともと本

来税金で設置された公共施設でございます。利用者のサービス向上の施設管理の改

善等に関する経営状況を尋ねたいと思うわけでございますが、管理を任せたという

ところで町から離れたわけではございませんのでそういったことをどういった形で
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指導されておるのか。また経営状況がどういった形でなっておるのかお尋ねしたい

と思うわけでございます。

町長も１番、２番答えていただくわけでございますけれども、検討しますとか、

考えますとかじゃなくてですね、こういったことはいつまでやりますと、やらない

かんというようなところでですね、返事をしていただきたいと思うわけでございま

す。よろしくお願いしたいと思います。

あとは自席でお伺いいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） １１番議員の質問に対する答弁を求めます。町長。

○町長（佐藤安彦君） １１番、橋永議員の町単独の米戸別所得補償施策の実施につ

いてのご質問にお答えいたします。

政府は今年度から、米政策を含む経営所得安定対策の見直しと日本型直接支払い

制度を導入し、米の直接支払交付金を先ほど議員の質問の中にありましたとおり、

１０アール当たり７,５００円に半減し、１８年度産からは廃止する一方、飼料用

米など非主食用米に手厚く交付する決定がなされているところでございます。しか

しながら、主食用米については、本年産の作況は全国的には平年並みとなっている

上、需要は少子高齢化等で年々減少して需給のバランスが崩れており、来年６月の

民間在庫量は２３０万トンに増える見込みとなっております。

このような背景もあって米の価格も大幅下落になったものだと思われます。これ

に加え、生産コストの増加で農家が苦労されていることは私も承知しておるところ

でございます。来年度の在庫が今以上に過剰になると新聞の報道でも出ていること

から今年以上の下落も考えられます。

このような中、南関米を他産地よりいかに高く売り込むのか。どうしたら差別化

が図られるのかをですね、考える必要があると思います。

南関米のブランドを将来につなぐためには、ＪＡさんを中心として米卸、消費者

への販売戦略を練り、より高く売れる方策、あるいは町の特産品全般をＰＲ販売す

る組織の立ち上げに対して補助金を交付することを考えていかなければならないと

考えております。

次に、指定管理に移行した施設の経営状況等のふるさとセンターやうから館は指

定管理者に施設の経営、管理を任せているが、本来税金で設置された公共施設であ

るので、利用者へのサービス向上や施設管理の改善等に関する経理状況を尋ねると

の質問についてお答えいたします。

ふるさとセンターにつきましては、平成２３年度から５年間をしてい管理機関と

して株式会社西日本都市管理が指定管理者となって自主運営をしていただいている

ところでございます。また、南の関うから館につきましては、本年４月から平成３
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１年３月末までの５年間基本協定、年度協定に基づき株式会社グッドスタッフさん

が指定管理者として運営されております。

どちらも集客のために努力され、利用者へのサービスのため自主事業としてイベ

ント等を企画、実施されている状況にあります。また、南の関うから館では、経営

状況の報告や事業計画についての協議を行う連絡会議も毎月開催される中で、利用

者数の報告等も受けており、今度の年末年始の営業につきましては大晦日は１７時

まで、元旦は正午から１９時まで、２日以降は平常どおりの営業とされるなど、条

例に定める休館日の変更を申請されており、利用者の利便性を考慮されたそういっ

た素晴らしいものになっていると思っているところでございます。

温泉利用者につきましては、１０月までの１日平均で１０人の減少でございます。

しかしながら食堂が営業しておりますので、全体としては１日平均で７４人の増加

となっております。詳細につきましては担当課長がお答えいたします。

以上お答えいたしまして、この後の質問につきましては自席より答弁させていた

だきます。

○議長（酒見 喬君） ほかに答弁はございませんか。福祉課長、いいですね。よか

ですね。

１１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 今、お答えをいただいたわけでございますけれども、

考えていかなければなりませんという意味でございましたんですが、若干述べさせ

ていただきます。

２５年度の支払い対象でございますけれども、だいたい何名ぐらいおらるっです

かね、南関町で。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 平成２５年度で米の直接支払交付金の対象者は４３１名

でございます。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） それとですね、その金額たるや、先ほど課長から聞き

ましたんですが１,９００万という

[「１,７００万、２６年度です」と呼ぶ者あり]

○１１番議員（橋永芳政君） ２６年産が１,７００万ということでございます。これ

がまだ農水省が審査の段階でまだ払っておらない面もあるかと思いますけれども、

だいたいそのくらいじゃなかろうかと思います。それでこの７,５００円がそのく

らいそっくりそのまま来とるわけでございますので、あと７,５００円補助をする

ということになればこの同額程度の予算が要るわけでございますけれども、いかが
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ですかね、町長。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） １０アール当たり１万５,０００円が７,５００円ということ

で合計が１,７００万ということでそういった金額にはなると思います。ただその

金額の問題だけではなく、これからの南関町の農業をどう持っていくかっていうこ

とで耕作放棄地とかそういったものが増えてきておりますので、そういった方向性、

その補償をしたからといって南関町の農業が将来どうなるかっていうことを考えた

ときに、私はそういった戸別の補償よりも将来どういった町がお助けをしたことに

よって農業の振興ができるかっていうことで、そういったお金の使い道を、できれ

ばそっちのほうに方向性としては考えていきたいというふうに考えています。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 机上論じゃそういうことになるかと思いますけれども、

実際実現するにあたりですね、これをしたからといって農家が潤うというわけじゃ

ないという返事に私はとれたわけでございますけれども、それはそれなりにですね、

農家の人たちも何らかの町の助成があればですね、考えてくれとるなということで

ですね、農家の人たちも意欲がわくとじゃなかろうかと思います。

それとあわせてブランド化を図らないかんということで、これはもう私がＪＡに

入ってから４２年に入職したわけでございますけれど、それ以前から、ずっと前か

ら米ば売らなでけん、米の販売戦略はどうするかということで、行政とＪＡも一体

となった形でやってきたわけでございますけれども、だんだん米の消費量が減って

くる。これは高齢化に伴うこともありましょうし、人口減少のあれもありましょう

しですね。しかしながらその中で生き抜かないかんということでございますのでで

すね、こういった形で何らかの補助も町単独で考えていただけんかなという思いで

やっとるわけでございます。

それでですね、２市４町は今、町長、市長おるわけでございますけれども、６人

のトップがおるわけでございますけれども、その中でですね、こういった話はでき

んものかと思います。というのはですね、横島とか岱明と、ああいった干拓のほう

じゃ麦がつくってよかわけですね、大豆がつくってよかわけです。このへんで麦と

か大豆ばつくろうとしたっちゃ機械買うたりなんかしよっと、そして区画整備もあ

っとらんけんですね、できんわけですよ、しよでしたっちゃ。しかし、向こうのほ

うが大型コンバインを入れてされるわけでございます。２０町も３０町もつくっと

らる人もおります、向こうはですね。というのは米じゃなく、麦、大豆、もう所得

が安定しとるわけですね。というのは補助金がそちらのほうにバーンと来るわけで

す。種をまけばどしこ、そして収穫しても品物が悪かったっちゃそれに対して補助
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金をくれます。ですから計算ができるわけですよ。向こうのほうは米じゃなくて麦

とか大豆とかですね、ほかのものをつくっていただいて、山手におきましてはです

ね、おいしい米ができとるわけでございますので、それを行政間を通じながら話し

合いながらですね、そういった施策はできんものかと思うわけです。どがんでしょ

うかね、やっぱりそういった市長、町長あたりが寄って、有明広域で寄られるかと

思いますが、そういった中において町長提案ばしてみたらどがんですかね。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 今のは米の戸別補償の提案をということ。

○１１番議員（橋永芳政君） なんの、なんの、全体的なことたい。

○町長（佐藤安彦君） 違いますね、全体的なことですね。やはり２市４町でですね、

それぞれの特色ある農業が行われておりまして、やはり中山間地である私たちの南

関町においてはどうしても特殊作物の栽培というのが遅れているような状況でござ

います。

しかしながら今日の冒頭の挨拶で申し上げましたとおり、やはり南関町に一番合

う作物は何かっていうことで、これからそういったものもしっかりと探していかな

ければやっぱり米に頼るっていうことじゃいけませんので、米はつくりますけども

それ以外のものもやっぱりそういった中心になる作物を開拓していくっていうこと

が必要でありますので、やはりよその市町村とお話はもちろんできると思いますが、

そういった中でやっぱり南関町に一番あったものを探していく。そしてそういった

販路も合わせてその中で探していくっていうことは必要になってくると思います。

それと今、橋永議員の質問の中に米のお話がありましたけれども、やはり私が今

考えておりますのは、南関町のどこの地域の米はおいしい、どこの米はどうだって

いうことじゃなく、やはり南関町の一つのブランド化っていうのはこれはもう今ま

でできなかったことでしょうけども、これに私は特に力を入れていきたいと思って

おります。やはりそれぞれの地域の米だけではなく、南関町の米全体を混ぜるとい

うかブレンドして、そして本当の意味での南関米。名前は今から付けることになる

でしょうが、そういった米、素晴らしい米をつくり上げる。そしてどこに出しても

南関米だっていうことでそういったものを販路を広げる。私は今までもお話してお

りますけれども、そういったものが出来上がったならばやはり町のアンテナショッ

プ、そういったものもつくる、そして町内にはたくさんの誘致企業もございます。

何十社かありましてその本社は何万人という従業員がおられますので、そういった

企業の中にも売り込んでいく、そういった新しい展開をやっていきたいなとそうい

ったのを考えております。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。
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○１１番議員（橋永芳政君） 企業に売り込むというようなことでございますけれど

も、それも一つの策としていいわけでございますけれども、この前の東京の銀座の

熊本県のアンテナショップ銀座館でやったわけでございますけれども、私も議長と

一緒に応援をさせていただいたわけでございますけども、米につきましてはどうも

もう一歩取り付きが、お客さんがですねっていうのはですね、やはり東北とか魚沼

産のコシヒカリとかいろいろブランド品が出とる中で、南関の米はそれ以上におい

しいわけでございますけれども、まだ名が売れとらんということでございますけれ

ども、あれを１キロ袋、２キロ袋、３００グラムかあれは、手渡しでやりよったで

すね。米が売れたと・・・けん、町で買い上げてそれば記念品にしてやらしたもん

だけん売れたごとなっとるばってんが、実際米ばさげて来らす人はあんまりおらっ

さんやったですもんね。そういうことでですね、やっぱりインターネット販売とか

町長は言いよったですけれども、そのへんもちょっとまだ流通しとらん。しかし、

南関町の米ば全部寄せてブレンドしておいしくなか地域も一緒にするなら、また味

が落ちていろいろあっとやなかつかなとも、そう思います。おいしい米をつくって

いただいてですね、おいしい米ができるところはしっかり念入れてつくっていただ

いて、ある程度ちょっと品質が落ちるなというような、味が落ちるなというような

ところはまた別の品物をつくっていくような施策をしたほうがよかじゃなかろうか

なと思います。

それでですね、これから先の後継者に向けて発信するのは、そういった形は私が

言わんとするところ、その人たちの生産意欲を増すことにはそういった戸別補償の

半額をですね、国に準じた形でやれば来年度から今度は減反がなくなるですね。知

っとんなっでしょ、減反がなくなるっていうことはですね、今度はまだ田ん中があ

るっていうことですよ。減反をしてもろて初めてこれだけの補助金をやりますよっ

ていうようなことでやってる。ですからそれを解消するためにはですね、よかです

か。補助金を出してある程度農家をまとめて、そして集団化して地域営農集団をつ

くってですね、そして耕作放棄地がないような形、荒れないように施策をもってそ

していかなければこれから先の南関町の農業は廃れると思うとですよ。

それで農協がアンケートばとっとります。地域営農ビジョンの策定に向けたアン

ケートっていうことでＪＡもこういった地域ビジョンのを策定せないかんというよ

うなことで今、やっております。今、農協改革が叫ばれとる中でですね、農協も一

生懸命やとるわけでございますけれども、その中におきましてアンケートを５５３

名に南関町では配っております。その中で９０％、４９７回答があっております。

それでまず年齢ですね、年齢を見てみますと８０歳以上がですね、１３％おる。そ

うすると７０歳から７９歳、２８％ですよ。それと６０から６９歳、２８％ですね。
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そうすると５０歳から５９歳までが２２％、こがしこ合わせると何％なるですか、

９０％ぐらいなりはせんですか。

[「９０超えてます」と呼ぶ者あり]

○１１番議員（橋永芳政君） でしょ。５０歳以上がそがんおられて百姓ばしよんな

るわけです。

そうするとですね、４０歳以下の人たちがすれば４９歳以下が８％、それと３９

歳以下が１％ですよ。合わせると９％です。こういう人たちに今度は農業ば委ねな

んわけですよ。だけん営農集団ばつくってですね、そして耕作放棄地がないような

形で貸し手、借り手、貸し手が出てくるなら借り手があると。そうするとチャラに

なるわけでございますけれども、貸し手が多くて借り手がないというのが現状でご

ざいます。というのは、やはり農地があっちこっちとんで、小面積で１町、２町つ

くっとるっていってもですよ、そこに３０枚も４０枚も２０枚も、いうのが現状で

すよ。そこを南関町が農地集積をして、ここはどこの営農集団、ここはこの営農集

団ということでつくっていて、そして南関町の財産ば守ってもらわなん。個人の財

産でもありながら町の財産でございますので、そういった形でするのには一つの例

を挙げれば米が一番早かっじゃなかろうかと思って言ったわけです、質問をしたわ

けです。

ほかに農家には補助金もやっております、出しております。いろんな形で出して

おります。暗渠をされても暗渠に対してはどれだけですよと。上限が７万円ぐらい、

それと農機具は買われてそれには３０％の補助を出すとか、車を買われた人にはそ

れもですね、車とか農機具とか買われた人たちは認定農家に限られとるわけですよ、

町から単独で補助ばやらっとは。認定農家の方々は、認定農家にするためには年齢

的には制限はなかていうたっちゃ、もう認定農家っていいなったっちゃですね、わ

あって思うごたる人も認定農家にしてもろうとっです。ありがたいこっですよ。し

かし、そういうことを考えるにおいてですね、もう先ほど年齢別言いましたけれど

もそういった方でいろいろおごらるるかもしれんですけれども、耕作されるにして

もあと数年じゃなかろうかと思いますですね。そういったことを考えるには、先ほ

ど何べんも申しますようにそういったことで少しでも残すためには、そういう施策

をせないかんというふうなことでございます。

あとこれが続くのが経済課長、何年かな、７,５００円が続くとは。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） ２０１８年には７,５００円もなくなる予定となっており

ます。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。
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○１１番議員（橋永芳政君） 今が２６年だけんあと１回で終わりか。

[「いえ、今２０１４年です」と呼ぶ者あり]

○１１番議員（橋永芳政君） ああ、２,０００ね、ごめんごめん。３年か、そんなら。

あと３年で終わりっていうことかな。その３年間でもよございますから、国の施策

に準じた形で減反があるなら減反も撤廃になるわけでございますけれども、ある程

度町でどのくらいかつくって、そしてしてもいいわけでございますけれども、１,

７００万はちょっと辛抱すれば１,７００万ぐらい浮くとじゃなかでしょうかね。

総務課長どがんですか、財政面では。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 今のお話でございますが、なかなか財政的にも厳しい状

況にございますので、国の施策というところで今回のところはというふうに考えて

いるところでございます。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） こればですね、山郷ば出してもろうとるですね。本田

議員が委員長でしっかりよかとばつくってもろて、今年度は表彰ば受けます。おめ

でとうございます。そういうことでですね、これを見てみますとここに太々と、町

の財政を黒字と赤字で表現ばしてあるわけです。これは悪いんじゃなかですよ、こ

れは噛み砕いた、町民の方々が分かりやすいようにしてあるわけでございます。こ

こに１億２,０００万ばかりの黒字が出とるということ。この中には繰越明許費と

か何とかいろいろあるかと思いますけれども、実際の余裕金はどのくらいですか、

総務課長。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 純繰越金といたしましては１億ぐらいだったと思います。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 純繰越で繰越明許費を外した残りが１億円ぐらいとい

うようなことでございますが、１億円の中でですよ、２０％、２割でよございます

から農家に還元をしていただけんでしょうか。約２割なかと思います。今１,７０

０万だけんですね、１７％っていうことですたいな、１億円からするなら。それだ

けの余裕金があるならですよ、１,７００万ぐらい助成ばしてもろたっちゃよかじ

ゃなかですか。これだけ頑張っていただいとる農家にですよ、先ほど申しましてち

ょっと舌足らずでございましたんですが、認定農家の方々は認定農家で補助はされ

よりますけれども、それに該当しない人たちは表現の悪かかもしれんばってんが、

恩恵は被っとらんということですよ。今、農家の方がこの制度をそのまますれば、

３反以上つくっておられる方に安定の補助が７,５００円の補助があるわけでござ
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いますけども、３反以上つくっとって２反に対して１反は自分の保有米として１０

アールはとって、あと２０アールはそれに該当するというようなことです。間違い

なかですね、経済課長。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） はい、そのとおりでございます。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） ということでございますので、三反百姓の方々もそう

いうことでこれが実施されれば恩恵を被るわけでございます。平等性があるわけで

す、平等性が。認定農家は認定農家でしてもらわないかん。しかしそれから外れた

人たちは、今度は認定農家も外れた方も一緒になって恩恵を被るということでござ

います。そして、坂下に建設しております産業廃棄物最終処分場、迷惑施設でござ

います。それができたおかげで町には幾らきよっですかね。建設費とほかんとは別

に、地域振興資金っていうのがきよっでしょ。それは幾らですか、総務課長。

○議長（酒見 喬君） 住民課長。

○住民課長（菅原 力君） 地域振興対策の費用として県のほうから６億円というこ

とで聞いておりまして、実際に平成２５年度で２億円、今年度で１億円の交付を受

けております。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） そういったことでですね、今お聞きになったような金

額も来よるわけでございます。それからその一部を農家の方々みんなに還元をした

らどがんですか。どがんでしょうかね、町長。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 橋永議員がですね、やはりすべての農家の皆さんが苦しんで

おられると、そういったことを言われる。非常に私も理解しております。ただです

ね、先ほども答弁いたしましたとおり、南関町の農業の将来を見たときにどういっ

た方向を示していくかっていうことはですね、やっぱりこの町の農業をどういった

作物をつくったり、そういった今から進めていくかっていうのはですね、やはりほ

かの市町村との競争等そういったものも出てくるかもしれませんが、やっぱり競争

や成長に意欲を示していただくような担い手、やっぱり農地も集約、そしてそうい

った耕作にも効率が上がって収益性も高くなる、そういった競争。そして成長に意

欲を持っていただくような担い手をつくるっていうことが必要でありまして、やは

りそのために町の将来を考えてそういったお金は使わせていただければと思ってお

るところでございます。

そして一つだけですね、これは今の情報ですけれども、恐らく議員もご存じだと
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思いますけ度も、やはり政治家というのは変わるもんでありまして、衆議院選の前

になりますとですね、野党の皆さん、民主党とか、これは恐らく生活の党、社民党

の方々もですね、各党がこの農業の戸別所得の補償制度の法制化を公約に盛り込ん

でおります。それにあわせて自民党も１８年で廃止するということで進めておりま

したけれども、１５年度の減反に協力した都道府県への交付金を拡充する方針を、

これはですね、もう示しております。そういったことでやはり全国的にそういった

動きがあるっていうことで苦しんでおられることもご存じでですね、政府自体もそ

ういったことで考えておられますので、やはり政府がやるべきこと、全国でやるべ

きことはそういったこと。そして私たちは自分たちの町の農業で将来を考えてどう

いったお金を使うかということでですね、それは幅広い農家の皆さんに広がるよう

なお金の使い道を、別の道でもやっぱり考えて私はいくべきだと思っています。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 政府がするのは政府でございますので、私は政府にし

ろと言いよっとじゃなかっですよ。町に考えたらどうかと、即できるじゃなかです

か。そして政府がそういった形でしたら町も考えたっちゃよかじゃなかですか。続

けるかやめるかですね。今のことば話よっとですよ、もう生産費も払わなんとです

よ。米１俵で生産費が幾らかかるか、誰か答えて、経済課長。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 全国平均でいきますと１万６,０００余りだったかと思っ

ております。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） はい、全くそのとおりです。１万５,０００円ちょっと

かかるわけです。そうすると、今１俵に対して７,５００円補助ばせろっていうわ

けじゃなかです。１０アールです。１万円にしてもですよ、８俵とれて五八、四十

の八十八の１３万ぐらいしかなかわけです。それが１万５,０００円も１俵当たり

かけてつくって売れるのは１万円以内ぐらいということです。どしこかＪＡも後で

返しますので今、来られよる方が南関の米は評判のよおございますけんが、１万７,

０００円ぐらいで売られる方もおると思います。これは不正規流通ですから、不正

規流通も正規流通も変わらんですからね。そういうことでございますので、しかし

ながらですね、大きく作っておられる方、小さくつくっておられる方に対して平等

にするのはそれが一番よかっじゃなかろうかと思います。

   だいたい１万五、六千円ぐらいっていう生産はですね、だいたい日本で統計取

ると、農家一人当たり、１件当たり１町ごとにつくっとる方は平均で米が１万、五、

六千円ぐらいかかるわけです。３０町、４０町つくっとる方はもっとさがっとる。
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しかしそがんとはこのへんにはおらんです。おられません。ですからそういう生産

コストがかかる中でいくらかでも町長、手助けをしていただけんでしょうか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 質問っていうかですね、今言われてる趣旨は十分、分かって

おるつもりでございます。しかしながらですね、何度も申し上げますとおり、現在

も大事ですが、やはり私は南関のこれからの農業をどうするか、そういったことに

農家の皆さんもご理解いただきながらそちらのほうにお金を使う。同じお金を使う

ならそういった形の中で将来に向けて使うような農業の確立をぜひさせていただけ

ればと思います。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 先ほどから申しますようにですね、絵にかいた餅じゃ

いかんわけです。即してもらわんと切羽詰まとっとです。今度の１２月でいろいろ

払わなん人も出てくるわけですよ。肥料代、農薬代、それには賃貸料も払わなん。

そがん人たちが年度内に払わないかんわけですよ。それは町長が言うのは絵にかい

た餅で５年後か１０年後か、２０年後か、なるか分からんわけでしょうが。それが

確約でくっですか、そんなら。１年なら１年、２年なら２年、町長が言うとは。ブ

ランド化ならブランド化ばすると。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） １年、２年とそういったいつまでのっていう期間はやはりそ

れぞれの今から組織化、そういった中で進めるっていうことではっきり確約はでき

ないかもしれません。しかしながらやっぱり将来を考えたときにはですね、そうい

った方向性っていうのは私は間違ってないと思いますので、そういった方向で進め

させていただきたいと思います。

○議長（酒見 喬君） 質問の途中ですが、１０分間休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午後２時０４分

再開 午後２時１４分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

質問の番でしたので、これを続行してください。

１１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） さっきから押し問答のようなことでなっておりますけ

れども、やはり私も口に出した以上はある程度の答えをもらわんと安心されんわけ

でございますけれども、あんまり言うても無理というようなことは思うとんなるか
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もしれんばってんが、そこを何とかですね。無理じゃなかけんがお願いばしよるわ

けですから、百姓ばしたことのなか者はそがんことば言うと。百姓していっぱいし

とる者なですね、自分が汗水たらしてこの夏の炎天下に草切って、草刈機も年寄り

になってくっと燃料タンクいっぱいからいきらんとですよ。そがんしてつくってき

て、さきほどアンケートば言うたじゃなかですか。５０歳、６０歳以上の人が８

０％も９０％もおらすと。そがん人たちがしよらすわけですよ。どがんですか、そ

ういう思いば、熱い思いばわしは言うわけですよ。

今年度は無理にしてもですね、来年度の当初予算に組み込むとか何とか、ちらっ

とちょっと言うてんですか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 橋永議員の熱い思いは十分理解しとるつもりでございます。

何回もお答えしますけれども、やはり絵にかいた餅と言われても仕方ありませんけ

れども、やはり私は将来の農地集積、そして効率ある農業、そして収益性がある農

業っていうことで、そういった農地を集積してそしてやっぱり担い手がしっかりし

た農業ができるような方向性っていうのは築き上げていかなければなりません。そ

ういったためにお金も使わせていただきたいと思いますし、先ほど少し提案に近い

ようなことをお話されましたけども、やっぱり２市４町とかですね、熊本県の町村

会とかそういったところでまとまった考え方の中でそういった国にやはり今回の交

付金の拡充というか、そういったものについての要望とかそういったことの動きは

十分可能だと思います。私はそういったことはまず２市４町の首長たちにもそうい

った話はしていいと思いますけども、ただ町でそれをっていうことじゃなくてです

ね、やはり国がこういった農業施策を考えているということで国にしかける訳じゃ

ありませんけれども、国がすべきこと、町がすべきことをやはり私は町の特色ある

農業、そして将来が見えるような農業にっていうことで考えていかせていただけれ

ばと思います。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） やはり他力本願でいくということですね。南関町は他

力本願でやるということですたいね。国とか県とか言う前にですよ、自力本願でや

ってそして他力に移っとがよかっじゃなかでしょうか。どうですかね。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 自力でやるべきところ、他力でやるべきところ、そこへんは

やっぱりしっかりと考えていかなければいけないと思いますし、どの部分に自力で

力を入れるのかっていうのを私は考えていきたいと思います。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。
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○１１番議員（橋永芳政君） どの部分というのですが、どの部分に力を入れなっで

すか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 冒頭のお話しの中でも申し上げましたけれども、やはりこれ

からの南関町が米に頼ってきたところもありますので、南関町にどういった作物を

つくるべきなのか。そしてどういった販路をつくるべきなのかっていうことで、そ

ういった組織づくりをですね、もうすでに打ち合わせに入っておりますのでそうい

ったものを進める中で、皆さま方いろんな農業だけに限らず、商工業の皆さま、い

ろんな方のご意見も含めながら南関町の特色を生かした農産物の販売も含めてです

ね、それは作物の種類もです。そういったことに力を入れていきたいと考えており

ます。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 町長だけん全般ば考えなんということは分かります。

しかし、先ほどから言うごつ、目先のことばまず考えていただいてせんと、農家の

人たちは落胆しなはるですよ。言うとが易かじゃなかかということを言われるかも

しれんばってんがですよ、切羽詰まっとるけんが私は言うわけです。そうでしょ、

もう耕作者の年齢っていうのはもううんといっとるわけですよ。ですからお願いし

よるわけです。町長が任期の間、あと３年２カ月ばかりあっとですが、その間にブ

ランド化して集積して農家が潤うようなことばされる自信はあっですか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 私の任期中っていうことですけれども、その任期中に確実に

確約っていうのはなかなかできないかもしれません。しかし、そういった私自身が

することだけではなく、そういった組織をつくって、組織の皆さんがそういった町

の方向性をどういった形で示そうかということが動きができるならば、そういった

考えは継続していくということであればそれが今回の任期中だけではなくても生き

てくるものじゃないかなと思います。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 目先のことをまず考えていただいて、そして将来を考

えていただくというのが普通じゃなかろうかと思うとですけどね。将来ば考えるけ

ん、今はどがんでんよかつよというようなこっじゃなかろうばってんがですよ、極

端な表現ばすればそがんじゃなかっでしょうか。全然考えんですか、検討もせんで

すか、どがんですか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 今回の戸別保障については考えにくいと思います。しかし、
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そのほかのやはり農家の皆さんを救えるような方法があるとするならば、そういっ

たこと、別の将来につながるようなことであればしっかりと考えていきたいと思い

ます。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 救えるようなビジョンが持っとられるわけですね。対

策があるわけですね、案が。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） それは先ほど申しましましたように、これから協議会も立ち

上げましていろんな作物、そして販路等も考えていきますけれども、そういったも

のの中で生かしていきたいというふうに考えます。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 経済課長、そういう形で町長命で何か受けとるかい。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 南関産の米、野菜、その他もろもろ特産品についてです

ね、これから組織を立ち上げて農家もろもろ、住民の皆さん含めたところで組織を

立ち上げて南関を売り出していこうという話は伺っております。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） しっかりよか組織ばつくってもろてですね、これから

先の南関町の農業の将来を担うような施策をつくってもらわないかんと思っており

ます。しかしながらですよ、それは将来でしょうが。これは全然考えんて判断して

よかですね。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 何度も申し上げますが、今のところそれはもう考えておりま

せん。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 了解しました。もう考えとらんということをはっきり

してもらいましたけんが、今農家の人たちも来とんなはるけんですね。どがん感じ

ておられたか。ばか橋永が言いよっとはとうとう通らんじゃったたいと。通る、通

らんな別としてですよ、町長が農家に対しての思い、今の思い、後からの思い、い

ろいろあると思いますが今の思いがはっきりしたというようなことですね。はい、

了解しました。

では、うから館とふるさとセンターにいきます。

ふるさとセンターは今、補助金は幾らやろうかな。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。
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○経済課長（西田裕幸君） 指定管理料として年間３００万でございます。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） そんならうから館は。

○議長（酒見 喬君） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（大木義隆君） 指定管理料といたしまして１,４５０万円を支

払うことといたしております。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） ７００万と２,４５０万か、１,４５０万。

［「ふるさとセンターは３００万」と呼ぶ者あり］

○１１番議員（橋永芳政君） ３００万の中で大分払わなんとがあっとや、決まっと

っと。そん補助金の中でですよ、指定料ほかに町の費用でそれに関することば払う

とはなかですか。うから館にしたっちゃ、ふるさとセンターにしてもですよ。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 町で支払っている分は建物の保険料、それから修繕費と

して３０万円を超える分については町のほうで支払いを行っております。

○議長（酒見 喬君） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（大木義隆君） うから館におきましても同様に、借地料、そ

れから保険料等についてはお支払いをしております。それからまた修繕費等につき

ましても３０万を超える分については負担をするという取り決めになっております。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 今、借地料が出たっですけれども、借地料はうから館

は幾ら払うとかな。

○議長（酒見 喬君） 福祉課長。

○福祉課長（北原宏春君） 昨年まで福祉課のほうで持っておりましたので２５年度

の実績でよろしければ、

［「はい、よかですよ」と呼ぶ者あり］

○福祉課長（北原宏春君） ２５年度の借地料が８７万４,３３８円ということになっ

ております。

○議長（酒見 喬君） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（大木義隆君） 回答が遅くなって申し訳ございません。２６

年度も同額を予算化いたしております。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 建物と駐車場、あそこの敷地は借地と町の財産とでど

のくらいの比率があるわけかな。３分の２か３分の１かが借地とか、３分の２が所
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有財産とか、わからん。

○議長（酒見 喬君） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（大木義隆君） 今、資料を持ち合わせてございませんので申

し訳ございません。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 借地料ば払うわけですよね。借地料は払いよっとに他

人の財産があそこに建っとるということになっておりますが、借地料もらわるっで

すか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（大木義隆君） 今、お尋ねの件につきましては、バイオマス

のボイラーのことかどうかということをちょっと逆にお尋ねはできないんですよね。

［「だいたい分かっど」と呼ぶ者あり］

○まちづくり推進課長（大木義隆君） 今、バイオマスボイラーが町のうから館の駐

車場に建設をなされております。それにつきましては、平成２５年度以前も行政財

産使用料についてはいただいていない状況でございます。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） そうですね、今までもらっておらないということであ

れば、前の指定管理者が付けておりますね。今回の指定管理者が付けておるわけで

すか。指定管理者の持ち物ですか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（大木義隆君） 設置者は以前の指定管理者の設置でございま

す。今も変わっておりません。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 指定管理者が変わるときに、あの建物ば建てるときに

指定管理者が変わればどうするかと、変わったときにはどうしますかというような

ことで全員協議会で、その前の１４期かのときに話をしてですよ、使わなくなった

らすぐ解体しますよということでしたですね。でしょ、副町長。

○議長（酒見 喬君） 副町長。

○副町長（本山一男君） バイオマス設置のときには私はまだ副町長になっておりま

せんので、議会の協議の内容は分かっておりません。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 書類的には何か残っておりますか。前福祉課長でもよ

か、まちづくりでもよかばってん、覚書か何かあっとだろ。

○議長（酒見 喬君） まちづくり推進課長。
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○まちづくり推進課長（大木義隆君） 書類としましては、施設の設置許可証という

ものが存在しております。２３年に提出、こちらから交付をいたしておりまして、

おっしゃるとおり、許可条件といたしまして指定期間の満了または指定が取り消さ

れた場合は町が継続設置を許可した場合を除き、原則として指定管理者負担により

当施設は撤去することというふうなことが許可条件に付されておるところです。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 町が許可したらいいという覚書が交わされとるわけで

すたいな。そんなら許可した書類はあっですか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（大木義隆君） 今回の指定管理候補でございまして、今現在

指定管理をなさっておりますグッドスタッフとの協議の中で、バイオマス施設につ

いては使用する方向でということで検討をなされておるということから、いまだそ

のままということで、まだ許可証等は今のところは出していない状況でございます。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 今、グッドスタッフが今年の何月からかね。

[「４月からです」と呼ぶ者あり]

○１１番議員（橋永芳政君） ４月からかね、そん前には町でしとったわけたいな。

町がしとったですたいね。だけんそんときに覚書は交わしとかないかんとじゃなか

つかな、どがんですか。私たちが税金でん滞納したならすぐ利息催促状の来たなら

督促に対して２００円か３００円か５００円か、いろいろ払わなんですよ。そうい

う覚書がある中でもう変われば撤去しますと。そして町が許可した場合はよござい

ますということで覚書をしとるなら、即変わった時点で許可をしとかんとおかしか

じゃなかでしょうか。誰もがそがん思うですよ。借金ばしとるなら１４.５の延滞

の付くでしょ、利息の。約定利息の何倍でん付くですよ。しかし私の財産じゃなか

けん、私は職員だけん、私は町長だけん、そういうおざなり的な考え方ではいかん

と思います。ぴしゃっとした一線を引いとかんとだらだらしていかんと思うとです

よ。なあなあ主義じゃいかんと思うとですよ。町長そがんでしょ。どがん善処しま

すか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 以前からの流れでそういった形になっとるっていうことで非

常に申し訳ないと思いますけれども、現在ですね、以前の指定管理者が設置したも

のがそのまま残っとって、新しい指定管理者も使っていないと。しかしながらその

新しい指定管理者が経営安定のためにそれを使いたいという希望は持っておられと

って今交渉中だということは伺っています。ただし、もう以前の指定管理者が使っ
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ていないその設置したということであればですね、やっぱりそれはそういった使用

権、その借地料あたりは当然支払うべきであって、そういったものは支払っていた

だくべきでありますので、そういったことの手続きはちょっと協議しながら進めた

いと思います。

そして新しい指定管理者がそれをバイオマスを使わないということであれば、過

去の申し合わせっていうかそういったものがありますので、撤去も含めて協議して

いきたいと思います。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 町長が言いなはるごったい、そがんです。みんながや

っぱり言わんばかりです。こがん好かれんことは言わんほうがよかごたる、ばかが

言うとやけんですね。しかしながら町民はそういう目で見よるわけですよ。そがん

でしょ、町長あたりが変わったら特にそがんと思います。いろんな行動、町長の背

中ば見よる者がおるわけです。そういうことのないようぴしゃっと今年度中、来年

の４月１日はぴしゃっとした形で４月の全員協議会の折にはこういった文書を作り

ましたということで報告をしてください。よございますか、町長。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） きちっとした手続きができるようにします。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 今まで、あと１７分あっとですが、もうこれでやめた

いと思いますけれども、町長、にこっとせんでよかですよ、やめますけんですね。

   まとめっていうとおかしかっですばってんが、米戸別所得補償の安定対策は行

わないということを町長がはっきり言明されました。そしてそれにかわる施策を国

から、県から持ってきて今以上に充実を図るというような言明をされましたですね。

間違いなかですか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 国・県からそういった事業を持ってきて今まで以上のってい

うことじゃなくて、私はやはり国がやるべきそういったことに対しては２市４町の

首長あるいは県内の市町村長あたりでも国にお願いするようなそういった動きはし

たいっていうふうに考えております。それを持ってくるというそういった確約まで

は恐らく国がやることですので、そういったしっかりとしたお願いはやりますけど、

そういった確約はできないと思います。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 言葉足らんやった、ごめん。国の施策がそういう方向

に、県の施策がそういう方向に進んだらいち早く手を挙げて農水省あたりにも出向
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いて、こういうことをやりますということでしょ。施策が決まったら、そがんでし

ょ、違いますか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 町の施策っていうことだと思いますけども、やはりですね、

町がどういった方向で進むべきかというそういった施策をはっきり確立して、私は

そういったものは地域創生の中でも国に訴えて補助金をいただけるものはいただい

て、そういった事業を推進していきたいと思います。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 意味の通じらんとばってんが、私が言うとはですね、

国がこういうこと、ああいうことをやりますということが決まったら南関町もいち

早く手を挙げて、申請を行います。トップセールスを行いますと言わんやったけん

分からんやったっでしょうね。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） そういった動きにはほかの市町村に負けないようなスピード

感を持ってやりたいと思います。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） 指定管理者におきましてもですね、ふるさとセンター

は来年度ぐらいでいっぱいじゃなかっでしょうかね。一生懸命西日本都市管理でも

頑張っておられます。経営内容としてはどうかな課長。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 売り上げも前年を下回ることはなく、今までは大丈夫で

す。それから研修室とかそのへんの利用人数についても２４年度から２５年度のほ

うが倍増している状況であります。

○議長（酒見 喬君） １１番議員。

○１１番議員（橋永芳政君） そういうことでこのふるさとセンターについては私の

郷土でございます賢木でございますので、あそこは賢木の起点としてですね、頑張

ってらわないかんと思っております。行政でいろいろ催し物したり、イベントをし

たりいろいろ弁当も売りよらすけん、明日ぐらいはあそこの弁当ば配っとやろ、事

務局長。そがんして回し回して利用ばして、そして私どんもいろんな部落の催し物

があったときはあそこが指定管理者で町から委託しとりますから、そこが一つでも

栄えると、引き上げてもらうと困りますのでどうぞ、弁当をとっていただけんでし

ょうかと。都合のいいならとっていただけんでしょうかと。初会の折、何の折、い

ろんな集会のときは私も言っております。そういうことでですね、議員の皆さんも

公の施設と考えていただいてそこば一つでも潤うように。
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それと、うから館でございますが、うから館にはわしもまだ会員にはなっとらん

とですよ。会員になろうごたっとばってんですね、金持たんもんだけん、そらいか

んこつばってんですね。町職員、議員でも盛り上げるためにはそういうことも考え

たがよかっじゃなかろうかと思います。

そういうことで私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。

○議長（酒見 喬君） これで１１番議員の一般質問は終了しました。

続いて９番議員の質問を許します。９番議員。

○９番議員（山口純子君） こんにちは。９番議員の山口です。ただいまから一般質

問を行います。

私は今回ですね、女性問題や女性の生きやすい社会を目指すための質問をいたし

ます。

まず、今町で進められております男女共同参画推進会議についてでございますけ

ど、課題解決やよりよい社会形成のために出た意見を十分住民に啓発してほしいと

思います。そして家庭の中でも家事や育児の分担など男性と共に考えてほしいと思

っております。ぜひ実のある委員会の意見を住民に周知してほしいと思っておりま

す。

それに伴い、昔からある男尊女卑思想や考え方が女性の生き方に支障があると思

っていますので、その考え方ですけど、女性の生き方のこの件は教育長にお願いい

たしたいと思いますし、町民に啓発の経過や今後の展開をお聞きしたいと思います。

まず、質問といたしまして、男女共同参画社会の推進と課題についてでございま

すけど、一つ目としまして、現在男女共同参画推進会議が進められておりますが、

どのように成果や課題を集約されていますか。町長と総務課長にお尋ねいたします。

二つ目といたしまして、社会環境の変化に伴い、共働きの家庭が若い世代を中心

に増加していますが、まだまだ家事育児等が女性に負担増になっております。啓発

活動も含め、対策は検討されていますか。町長、教育長にお尋ねいたします。

あとは自席にて行わせていただきます。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） ９番、山口議員の男女共同参画社会の推進と課題についての、

まず１点目の現在男女共同参画推進会議が進められているが、どのように成果や課

題を集約されているかとのご質問にお答えいたします。

南関町では、男女が共に尊重し合い支え合う社会の実現を計画の目標に、平成２

２年から２６年までの５年間を計画期間とした南関町男女共同参画計画を策定しま

した。これは南関町男女共同参画懇話会の委員さんを中心に町民の方の意識調査の

報告書をもとに作成したものであります。基本の理念としましては、一つ目に男女
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共同参画意識の啓発。二つ目に男女の人権の尊重。三つ目にパートナーシップによ

る共同の推進。四つ目に社会のあらゆる分野への男女共同参画の推進を掲げており

ます。

第１期の計画が今年度までとなっていることから、男女共同参画社会推進会議委

員と男女共同参画社会懇話会委員の皆さまとで合同推進会議を開催し、この５年間

のとりまとめを行い、推進していく上での課題、問題点を洗い出しまして、次の第

２次計画の策定に生かすこととしております。

第２次推進計画では男女の問題を広く認識すること、そしてより身近な問題に取

り組むことを目標としているところでございます。

次に、社会環境の変化に伴い、共働きの家庭が若い世代を中心に増加しているが、

まだまだ家事育児等が女性に負担増になっていると。啓発活動にもそういったもの

も含めて対策は検討されているかとのご質問にお答えいたします。

南関町もこれまで男女共同参画基本法を踏まえて、男女共同参画社会の実現のた

めに検討会議を重ねてきておりまして、山口議員もメンバーの一員としてご尽力い

ただいておりますことに対しまして改めて敬意を表させていただきます。

ところで基本法ができてやがて１０年経過していますが、若い世代においてはか

なり男女共同参画の意識も前進してきているものの、やはり長い歴史の中で男女の

役割意識が根付いていたために、高齢者になるほど男性は外で仕事、女性は家庭と

いった旧態依然とした意識が強く、いまだに男性が台所に立つことに抵抗を感じた

り、女性が職場に進出しているにもかかわらず、日々の家事や子育ては女性の役割

という感覚が残っていることも否めません。

町では広報の中で人権啓発、もっと幸せを求めてというコーナーの中で毎月掲載

し、町民の皆さまに啓発活動として男女共同参画の意識を高めていただきたいと連

載を続けているところでございます。今後も女性と男性がお互いに人権を尊重し、

喜びも責任も分かち合い、性別にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発

揮することができる男女共同参画のまちづくりの実現のために啓発を続けていきた

いと思います。

なお、詳細につきましては、教育長及び担当課長が答弁いたします。

以上、お答えいたしましてこの後の質問につきましては自席からお答えさせてい

ただきます。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） ９番、山口議員の男女共同参画社会の充実を図るための啓

発活動を中心にお答えさせていただきます。

今、町長からも述べていただきましたように、基本法を受けまして南関町でも男
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女共同参画計画が推進されてきているところですが、ネット上にもこうやって参画

計画はアップされているところですけれども、平成２２年７月に計画が町では策定

されておりまして、ご承知のことかと思います。

実は、平成２２年ですから４年間経過したところではありますけれども、それこ

そ歴史の上でつくられてしまってきた男性優位社会ですね、というのはそれこそ我

が国ばかりじゃなくて国際的な歴史の中でもそのような意識がしっかりと根付いて

おりまして、それをいかに克服するかということが重要なことかとともいます。

実は今年度になって東京都議会でしたね、議員さんが女性に対する発言が元で結

果的には頭を下げて謝罪をするというようなことも発生しているわけで、いまだに

いわゆる社会的リーダーであるべき人でさえもその意識は非常に厳しいという現実

があるかと思います。

実は内閣府が意識調査をしたものを見てみますと、本当にその意識の中でいまだ

になかなか変われないという年齢別の実態が出ているわけですけれども、家庭生活

のみならず職場であるいは学校で、そして公共の場の中で、また一般社会の中でと

いうことでの意識の実態が述べられておりまして、一番今意識改革が図られている

のは実は学校教育の現場でした。学校教育の場では男女の差を感じるかという問い

に対して、やがて５割近い答えはですね、特に男女の意識の差を持っていないとい

うアンケート結果が出ております。それに対して６０歳以上、我々から上の年代と

いうのは先ほどの町長の答弁にもありましたけれども、どうしても男女の役割分担

意識という男は外で仕事、女性は家事育児という意識がいまだに根強いために、先

ほどの答弁にあったように女性も職場に出ながらしかし、家庭に帰ったらやっぱり

男は家事育児はしないということで、結局女性負担が多くなっていることによって

最近の若い夫婦の家庭の中でよく起きます幼児虐待事件ですね。これも男女共同参

画が本当にまだ根付いていないための一つの社会的事象というふうなことになって

はいないかと。「お前がちゃんと見とかんけんた」という母親に対する家庭での、

仕事疲れで帰ってどうしても子どもに目を向けられない、時間を制限されている母

親に家事から育児までおんぶしている男の意識ですね。その部分が若い者には変革

が見えていると言いながらもまだ今日、なおそういう意識を見ることができるわけ

です。

実は学校教育ではどのように変わってきたかと言いますと、一番はっきりしてい

るのは、前は男性は中学校になりますと職業科という教科がありました。家庭科は

女性の教科と、男女いわゆる役割意識を植え付けるような教科でしたけども、今日

では小学校から中学校まであわせてですね、家庭科も男性も勉強せないかんという

ことで技術家庭科という一つの科目に変わってですね、そして男の生徒も家事育児
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の勉強も一緒にやるというようなことが教科の中で位置付けられたことによって男

女共同参画の意識改革が学校教育の場では行われるようになっているわけです。そ

れを経験していないのが我々の年代なわけでですね、そういうやっぱり教育の力に

よってこの啓発というのは変えていかなければならないと思いますし、そのことを

また先輩である皆さん方も意識を改革するための一つのポイントとして、今学校は

そうやって教えられてるんだということを理解いただくことによって、世の中の意

識が少しでも改善されていくという方向性を見ていくことが大事かなというふうに

思うわけです。

そういう意味で人権教育という中で子どもの人権だとか女性の人権だとか、いろ

んな人権の課題がありますけれども、その課題を町の広報にも、あるいは人権のい

ろんなイベントの中でも取り上げて、今後も取り扱っていかなければと思っている

ところです。

以上、お答えしまして、あとの質問は自席から述べさせていただきます。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 先ほど山口議員のほうからの質問で、成果や課題を集約

しているのかという質問についてお答えをいたしたいと思います。

町では南関町男女共同参画計画を策定しております。先ほど町長が申し上げまし

たとおり、平成２２年度から２６年度までの５年間を計画期間といたしまして、計

画に基づいて実行しております。今年の６月に男女共同参画社会推進会議におきま

して、今の計画の総括と今後の課題について協議をいたしております。また、現計

画の進捗状況調査も併せていたしております。

男女共同参画懇話会というのもございます。これは議員さんが活躍をしていただ

いているところですが、これも並行いたしまして１０月に男女共同参画社会推進会

議と併せて合同の推進会議を実施しております。そこの中で、計画の総括と今後の

課題について協議を行っていただいたところでございます。

進捗状況調査の中では、やっぱり実施できていないとかそういうところもござい

ましたが、継続的な取り組みが必要である、またさらなる周知の徹底が必要である

というような声を聞いておりますので、十分に検証したいというふうに考えている

ところです。

今後につきましては、成果や課題点のとりまとめを行いまして、その後住民の

方々に、先ほどの教育長の話とも重なりますが、住民の方々に公表していくことと

したいというふうに考えております。

また、先に役場職員を対象にいたしましてアンケート調査を行いました。課題、

問題点につきましての解決を今度の着眼点に置いた第２次の南関町男女共同参画計
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画を策定したい。そして平成２７年度から使いますが、その２７年度からは男女が

共に協力し合い、高めあう住みよい南関町のまちづくりのために男女共同参画社会

の実施に向けて推進を図りたいと考えております。

○議長（酒見 喬君） 質問の番ですが、ここで１０分間休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午後３時０１分

再開 午後３時１０分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き会議を開きます。続行します。

質問の途中でしたので、これを続行してください。９番議員。

○９番議員（山口純子君） いろいろなお答えいただきまして、本当にありがとうご

ざいました。また、町長が言われるようにやっぱり喜びも個性のうちだから啓発を

ずっと続けてほしいと思います。

それで教育長もやはり学校が一番大切な場所であります。私たち大人は６０歳以

上になれば男は外で仕事、女性は家庭、育児とかいう固定観念がしておりますので、

やはり教育のほうからですね、しっかり世の中の意識、人権教育とかなさってくだ

さいませ。

それと総務課長、その推進会議で話し合われたことを住民に周知されることはア

ンケート調査も２次にしますけど、どれくらいの期間が必要ですかね。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 今年度中にはとりまとめをいたしまして、４月ぐらいに

は公表をしたいと考えております。

○議長（酒見 喬君） ９番議員。

○９番議員（山口純子君） 私も委員の中ですけど、なかなか進まずですね、この委

員会、条例までを目標にやっておりますけど、なかなかよその町とかに研修に行っ

たりしますけど、やはり南関町は非常に遅れていることを内閣府のあの課から言わ

れましたので、やはり審議会の会議を重ねてまいりましてしますけど、私はですね、

チラシや冊子で分かりやすく、理解が深められるように工夫をして皆さんに周知し

てほしいと思いますけど、まだまだ男女共同参画という意味も言葉も分からない

方々もまだいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。ぜひ工夫をして町民の

方々にお知らせすることが重要と思いますから、そういう啓発はどんなふうに、や

はりなんかん広報とかですかね、課長。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 先ほど申し上げましたように、なんかん広報もちろんで
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ございますが、ホームページ等で公表したいというふうに考えております。

○議長（酒見 喬君） ９番議員。

○９番議員（山口純子君） これが皆さん各戸に２３年の３月に町長の挨拶から始ま

ってですね、こういうのが配布されたと思いますけど、お持ちでない方もいらっし

ゃると思いますけど、やはりこういうのを見ながらですね、皆さんが男女共同参画

の意味とかを知られたら私たちは本当にいいと思いますけど、まずですね、早速総

務課長に就任されてからの男女共同参画の一つと思いますけど、ちょっと今まで３

カ月経っておりますけどどういう感じられておりますかね、職場で。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） １０月１日に総務課長を拝命いたしまして、業務に当た

らせていただいております。総務課長の辞令をいただきましたときに驚きましたの

が、今はもう退職された女性の先輩の職員の方々からお祝いや励ましのお言葉を多

数いただきました。そのことを思いますと、以前には考えられなかったことなんだ

なとつくづく考えているところでございます。現在、女性の社会進出が現実のもの

となりまして、女性がこれまでの男性社会に入って一人の人間として能力を発揮で

きる機会が確保され、多様な人材が活躍するということでその職場、その職場が活

発になっていくものだというふうに思っているところです。

男女共同参画社会の実現のためと、そういう大きいことは決して言えませんが、

私が総務課長を拝命したことで役場の女性職員の向上心等に刺激が与えられ、それ

から男性職員についても、仕事、家庭、地域社会などの場で男女が共に夢や希望を

実現することになるとなれば男性もそのままの状態ではいられなく、自分自身の能

力開発やそれから男女共に協力しあうということに対しての意識の改革をしていた

だきたいというふうに考えているところでございます。

このチャンスに恵まれましたことを感謝しながら女性職員の励みになるよう、ま

た男性職員の意識改革につながるよう私としまして精一杯責務を全うしていきたい

というふうに考えているところでございます。

○議長（酒見 喬君） ９番議員。

○９番議員（山口純子君） そのように励ましもあったことだし、今後も続けていっ

てほしいと思いますけど、やはり男女共同参画の中で私も一議員としておりますけ

ど、皆さんにかわいがられてですね、男女共同参画の意識なく私もこの場に立たせ

ていただいております。本当に感謝しております。まず、町長が生み育てやすい環

境の整備を三つの柱として掲げておられますね。また国のほうでも女性の働く意欲

を支援する環境整備が必要だと言われております。それで子どものいる専業主婦の

８０％以上は働きたいけど働けない。ただ多くの女性が育児との両立に不安に思っ
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ているんです。それで企業の意識改革や非正規雇用の待遇改善、保育所の整備です

ね、明日も出ると思いますけど保育所の待機児童がないようにとか、経済対策とし

てではなく、女性の多用な生き方をですね、この男女共同参画の中から生み出して

いただきたいと思いますけど、やはり若い世代は今、一緒に子育てもしております

けど、やはり高齢化になった私たちの職場の離れた理由はやはり５割程度は育児の

問題で離れているんですよね。そしてパートとかそういうことしかできません。

それで私が思うのには、地域で町長、子育てを手伝うような、私たち年金暮らし

の人たちが協力して、昨日テレビであってましたけど、地域力ですね、おばちゃん

が子どもを預かってやろうとか、ちょっとそういう私たち婦人会でも子育てのほう

に協力しておりますけど、そういう具体的じゃないけどそういう考えはありません

かね、地域力です。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 山口議員が言われるとおりでありまして、まず男女共同参画

っていうことでこれが一番うまくいくのはいろんな条件があると思いますけど、ま

ず一番最初朝起きて家庭があります。家庭の中でやはりそれぞれの持ち場持ち場で

しっかりとしたことを男女がやる。そして職場もあります。職場の中でも先ほど総

務課長が答弁されましたように、やはり女性として、男性としてだけじゃなくてで

すね、やはり自分が果たすべき役割をしっかりと果たす。その中で女性の必要性っ

ていうかですね、認められることにつながりますので私はこれからもですね、女性

の登用はしっかりしていきたいと思いますし、能力ある職員については女性男性関

係なくそういった登用をしていきたいと思っています。

それと今言われた地域というのがですね、やっぱり家庭、職場、そして地域とい

うのがあると思いますけど、地域もですね、やはりそれぞれ子どもを育てるため、

そして高齢者の方を見守るため、そういったいろんな活動がありますけども、その

中でやっぱり男女共同参画、男女の区別をすることなくですね、やはりいろんなと

ころで携わっていただきたいと思います。

先ほどの議員の質問でありました子どものそういったことについてはですね、こ

れまでも何回か出てまいりましたけども、地域の皆さん。そしていろんな子どもの

受け入れができるような方が主体となって見守りとか預かりができるようですね、

これはファミリーサポート事業ということでこれまでも出てきておりますけれども、

そういったものも町としてどうしても必要になってくると思いますので、すぐでき

る問題じゃないかもしれませんけども、そういった協力いただく方をいろんなとこ

ろでお話をしながらですね、そういった事業ができればというふうには考えており

ます。
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○議長（酒見 喬君） ９番議員。

○９番議員（山口純子君） ぜひそのようにですね、ファミリーサポートとかあるい

は女性の子どもを育てやすいような環境づくりですね、まずそれをして、人口も増

えることと思います。大人が働ければ子どもの教育にもできるし、いろんな循環型

じゃないけど子育てができにくいから子どもを生まれんとか、そういう環境をつく

らないようにですね、南関町もしっかりとそのようにして、日本の文化として男性

の先ほどから言いますけど、分担の中でやっぱり男性は炊事場に立たないとかいう

のじゃなくてですね、今の社会はＰＴＡの参観も８割以上は女性じゃないかと思い

ますけど、すべての男性でありませんけど、やはり男性の意識を改革が必要じゃな

いかと思いますけど、今女性のＰＴＡ会長とかが多いですね、今の南関中学校も。

教育長はその問題は女性が負担が多いけど、そういう参加されて会長に就任されて

ますけど、どう思われていますか、今女性が南関町のＰＴＡ会長とかされてますけ

ど。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） 先代の会長、そして今の会長と二人続けて女性の会長です

が、非常にそれこそご本人自身の自覚というか、男がせにゃんもんという役職では

ないという自覚を持ちながら取り組んでいただいているっていうことで非常にあり

がたく思っておりますし、そういう意味でお母さんも頑張れるんですよっていうの

を背中で子どもに教えていただいているというふうに思っています。そういう姿が

結果的には男女共同参画の意識にその姿を見て子どももまた啓発されているんじゃ

ないかというふうに思うわけです。

併せて先代の会長なんか子ども会育成会長を今やって、しかもシニアリーダー育

成をやるんだということでですね、お父さんたちを傘下に巻き込んで、そして共に

組織拡大を図っておられまして来年から教育委員会でまた新たな事業を立ち上げよ

うとしてますけど、土曜日の活性化ということで、それにもぜひ子ども会、私もせ

っかくメンバーにおるから子ども会もタッチさせてほしいというような、もう本当

率先垂範の姿勢を示していただいています。

今、どちらかというと若者が男性の草食人種化していると言われますけれども、

女性がそれこそ強くなり過ぎて男性をということはいけませんけども、しかし社会

の意識はまだまだ男性優位という社会が続いております中でそういう姿を多いに力

として発揮いただくことで地域力は上がっていくというふうに見ています。

以上です。

○議長（酒見 喬君） ９番議員。

○９番議員（山口純子君） もう学校でもしっかりなされておりますし、女性進出と
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いえば第一小学校の校長先生も元気よくですね、校長をされてますし、ＰＴＡもこ

の庁舎の中にも女性進出が本当にこの南関町は素晴らしいところだと思っておりま

す。

それで、やはり男女共同参画とは私たち一人一人が平等に扱われるべき考え方と

思っております。それでやはり昔のような男は、女はということなくですね、女性

はすべて輝いて社会進出をされて、この南関町をこれからも立派に行政と一緒に、

私たちもやってこうと思っていますけど、南関町は荒玉管内でも熊本県下でも人権

教育推進の町だと聞いておりますね、教育長。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） もともと人権教育、同和問題の解決を目指すっていうこと

からスタートしたわけですけども、すべての人が幸せになれるという社会づくりと

いうのが人県教育の目指すところでありまして、そういう意味でいろんなところに

ある人と人とが幸せに生きていけないような実態を克服し、分かり合って、そして

共に敬愛の念を持ちながらという意識での人権啓発が取り組まれてきた長年の成果

かなというふうに思います。

実は先ほど紹介した町の参画計画の序章に私は感動したんですよね、これを読ん

で。北原白秋先生の言葉です。ちょっと紹介させてください。

白秋が「うから」がものと 涼しみし 南の関は 今も変わらず。

私たちの先人は、男女の区別なく、「はらから＝胞」「うから＝族」として、共に

睦みあってきました。かつて母の里南関を、産土（うぶすな）の地として育たれた

北原白秋は、水郷柳川の地で見事な文化の華を咲かせました。

  その伝統は、わが町の「男女共同参画」の精神の中に、今も脈々と息づいてい

るのです。という序章に述べられています。こういうことで先ほどちょっと男女共

同参画の推進が遅れているといわれているという話がありましたけど、決して意識

改革は必要ですけども、その精神というのは北原白秋の時代から脈々と受け継がれ

ているっていう自負を持ちながら今後もそういった推進をしていかなければならな

いと思ったところでした。

以上です。

○議長（酒見 喬君） ９番議員。

○９番議員（山口純子君） やはりこの本はちょっと皆さん、何度も言いますけどこ

こにも書いてありましたけどですね、私も気になりましたけど、南関町は進んでお

ることと思いますのでどうぞどうぞこれからもですね、この女性問題をはじめとし

てあらゆる人権問題を推進していただきまして、明るく優しい町、また家庭、地域

づくりを目指してもらいたいと思います。
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これで私の一般質問を終わらせていただきます。

○議長（酒見 喬君） 以上で、９番議員の一般質問は終了しました。

－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 以上で本日の日程は全部終了しました。

明日１７日は、午前１０時に本会議場にご参集ください。

本日は、これで散会します。起立、礼、ご苦労様でした。

－－－－－－－○－－－－－－－

散会 午後３時２７分


